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文
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ナ
ジ
ャ
フ
コ
リ
ー
・
ハ
ー
ン
家
の
ト
ユ
ー
ル

　
　

─
一
九
世
紀
イ
ラ
ン
土
地
制
度
の
実
相

阿　

部　
　

尚　

史

は
じ
め
に

　

筆
者
は
こ
れ
ま
で
︑
一
八
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
の
イ
ラ
ン
の
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
地
方
中
心
都
市
タ
ブ
リ
ー
ズ
に
影
響
力
を
有
し
て
い

た
ナ
ジ
ャ
フ
コ
リ
ー
・
ハ
ー
ン
家
が
財
産
（
特
に
不
動
産
）
を
直
系
子
孫
に
安
定
的
に
移
転
す
る
た
め
の
仕
組
み
を
考
察
し
︑
家
の
内
部
に
お

け
る
財
産
の
相
伝
︑
財
産
内
容
の
変
容
を
明
ら
か
に
し
た
（
（
（

︒
そ
こ
で
本
稿
に
お
い
て
は
︑
こ
の
家
族
の
財
産
所
有
の
実
態
を
︑
外
的
要
因
と
の

関
連
性
︑
具
体
的
に
は
ト
ユ
ー
ル
と
い
う
土
地
制
度
と
の
関
係
か
ら
分
析
す
る
こ
と
と
し
た
い
︒

　

従
来
︑
イ
ラ
ン
の
在
地
有
力
者
・
名
家
研
究
に
お
け
る
中
心
的
な
議
論
の
一
つ
は
︑
中
央
権
力
と
の
関
係
の
解
明
に
あ
っ
た
︒
彼
ら
と
中
央

政
権
と
の
権
力
関
係
の
変
化
や
政
権
へ
の
参
入
︑
ま
た
官
職
の
叙
任
な
ど
に
つ
い
て
は
既
に
様
々
な
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
の
（
（
（

︑
中
央
政

権
と
の
社
会
経
済
的
な
関
係
に
関
し
て
は
︑
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
に
よ
る
考
察
を
除
け
ば
︑
十
分
な
成
果
を
得
て
い
な
い
（
（
（

︒
そ
こ
で
︑
本
稿
で
は
︑

カ
ー
ジ
ャ
ー
ル
朝
期
（
一
七
九
六
～
一
九
二
五
年
）
を
代
表
す
る
土
地
制
度
で
あ
り
︑
政
権
か
ら
の
経
済
的
恩
恵
の
下
賜
と
し
て
知
ら
れ
る
ト

ユ
ー
ル
が
︑
ナ
ジ
ャ
フ
コ
リ
ー
・
ハ
ー
ン
家
の
不
動
産
所
有
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
持
ち
︑
財
産
経
営
に
い
か
な
る
影
響
を
与
え
た
の
か
考
察

す
る
︒
特
に
︑
ナ
ジ
ャ
フ
コ
リ
ー
・
ハ
ー
ン
家
の
第
四
代
家
長
ナ
ジ
ャ
フ
コ
リ
ー
・
ハ
ー
ン
２
世
（
以
下
で
は
通
称
の
ボ
ユ
ク
・
ハ
ー
ン
と
記
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す
）
の
活
動
期
︑
す
な
わ
ち
一
八
二
〇
年
代
後
半
か
ら
一
八
五
〇
年
頃
ま
で
を
中
心
に
扱
う
︒

　

ト
ユ
ー
ル
制
度
は
︑
イ
ラ
ン
立
憲
革
命
期
（
一
九
〇
五
～
一
九
一
一
年
）
に
開
催
さ
れ
た
一
九
〇
七
年
の
第
一
議
会
に
お
い
て
最
初
に
廃
止

さ
れ
た
（
（
（

︒
恐
ら
く
︑
当
時
の
立
憲
派
の
認
識
に
お
い
て
は
︑
こ
の
制
度
は
旧
弊
の
象
徴
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
ト
ユ
ー
ル
制
度
は
︑
中
世
の

ム
ス
リ
ム
社
会
（
エ
ジ
プ
ト
︑
シ
リ
ア
︑
イ
ラ
ク
な
ど
）
で
一
定
の
広
が
り
を
も
っ
て
実
践
さ
れ
た
︑
軍
人
へ
の
徴
税
権
の
授
与
を
核
と
す
る

イ
ク
タ
ー
制
の
近
世
以
降
の
イ
ラ
ン
に
お
け
る
後
継
と
い
う
べ
き
も
の
で
︑
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
テ
ィ
マ
ー
ル
制
な
ど
と
も
類
似
し
て
い
る
︒
イ

ク
タ
ー
制
や
テ
ィ
マ
ー
ル
制
に
関
す
る
研
究
は
日
本
語
に
い
て
も
大
き
な
蓄
積
が
あ
る（（
（

一
方
で
︑
ト
ユ
ー
ル
制
度
は
︑
カ
ー
ジ
ャ
ー
ル
朝
土
地

制
度
の
代
表
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
世
界
的
に
見
て
も
意
外
に
研
究
蓄
積
に
乏
し
い
︒
現
時
点
で
も
︑
ラ
ム
ト
ン
の
一
連
の
研
究
が
標
準
的

な
理
解
と
な
っ
て
い
る
（
（
（

︒
ま
ず
カ
ー
ジ
ャ
ー
ル
朝
期
の
ト
ユ
ー
ル
制
度
に
関
す
る
既
往
の
研
究
の
成
果
を
簡
潔
に
概
観
し
て
お
き
た
い
︒

　

シ
ー
ア
派
の
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
成
立
（
一
五
〇
一
年
）
以
降
︑
イ
ラ
ン
に
お
い
て
は
オ
ス
マ
ン
帝
国
や
マ
ム
ル
ー
ク
朝
な
ど
に
見
ら
れ
た
国

家
土
地
所
有
と
い
う
建
前
が
と
ら
れ
ず
︑
事
実
上
︑
個
人
に
よ
る
不
動
産
所
有
（
農
地
も
含
む
）
が
一
般
的
で
あ
っ
た
（
（
（

︒
し
た
が
っ
て
︑
主
と

し
て
私
有
地
に
︑
場
合
に
よ
っ
て
は
王
領
地
や
ワ
ク
フ
地
に
対
し
て
も
ト
ユ
ー
ル
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
ラ
ム
ト
ン
に
よ
れ
ば
︑

カ
ー
ジ
ャ
ー
ル
朝
下
に
お
い
て
ト
ユ
ー
ル
と
は
様
々
な
下
賜
を
包
括
し
て
総
称
さ
れ
た
︒
そ
こ
で
一
般
的
な
ト
ユ
ー
ル
は
︑
あ
る
土
地
の
税
収

の
下
賜
で
あ
り
︑
免
税
特
権
（im

m
unities

）
や
司
法
権
の
付
与
を
伴
う
こ
と
も
伴
わ
な
い
こ
と
も
あ
り
︑
ま
た
世
襲
化
す
る
傾
向
も
あ
っ

た
（
（
（

︒
ま
た
拡
大
し
て
︑
そ
う
し
た
特
権
を
下
賜
さ
れ
た
土
地
そ
の
も
の
も
指
す
こ
と
も
あ
り
う
る
と
い
う
（
（
（

︒
彼
女
は
具
体
的
な
事
例
と
し
て
︑

ヌ
ー
ル
ッ
デ
ィ
ー
ン
と
い
う
イ
ン
ド
出
身
の
商
人
に
対
す
る
ト
ユ
ー
ル
下
賜
と
そ
の
後
の
展
開
を
考
察
し
て
︑
王
朝
・
行
政
府
と
ト
ユ
ー
ル
保

有
者
の
関
係
を
描
写
し
た
（
（1
（

︒
こ
の
事
例
に
よ
れ
ば
︑
ト
ユ
ー
ル
の
下
賜
は
完
全
に
恩
寵
に
基
づ
き
︑
実
際
の
義
務
を
対
価
と
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
く
︑
名
目
的
に
王
朝
の
繁
栄
祈
願
を
求
め
る
の
み
で
あ
っ
た）

11
（

（
つ
ま
り
イ
ク
タ
ー
制
か
ら
想
定
さ
れ
る
軍
務
奉
仕
に
対
す
る
俸
給
に
限
ら

な
い
）︒

　

そ
の
後
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
が
︑
中
央
政
権
に
よ
る
法
学
者
に
対
す
る
経
済
的
な
恩
恵
供
与
を
論
じ
る
際
に
︑
ラ
ム
ト
ン
の
見
解
を
下
敷
き
に
ト
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ユ
ー
ル
に
も
論
及
し
て
い
る
（
（1
（

︒
彼
に
よ
る
と
︑
ト
ユ
ー
ル
は
既
に
所
有
し
て
い
る
土
地
に
対
し
て
下
賜
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
︑
事
実
上
の
免
税

特
権
で
︑
給
付
金
や
俸
給
の
代
わ
り
に
与
え
ら
れ
る
と
い
う
（
（1
（

︒
つ
ま
り
︑
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
は
︑
ラ
ム
ト
ン
に
よ
る
あ
る
意
味
大
ま
か
な
﹁
税
収
の

下
賜
﹂
と
い
う
定
義
の
う
ち
︑
所
有
し
て
い
る
土
地
に
対
す
る
事
実
上
の
免
税
特
権
と
し
て
の
機
能
を
重
要
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　

ラ
ム
ト
ン
や
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
に
よ
る
事
例
研
究
は
貴
重
な
示
唆
を
多
く
含
む
も
の
の
︑
政
府
に
直
接
仕
え
て
い
な
い
者
を
対
象
と
し
て
い
る
た

め
︑
こ
の
問
題
を
論
じ
る
た
め
に
は
さ
ら
に
別
の
事
例
を
必
要
と
す
る
︒
つ
ま
り
政
府
に
仕
え
︑
俸
給
の
代
わ
り
に
下
賜
さ
れ
る
一
般
的
な
ト

ユ
ー
ル
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
︒
ま
た
ラ
ム
ト
ン
は
︑
幅
広
い
情
報
か
ら
ト
ユ
ー
ル
の
多
様
な
性
質
を
説
明
し
て
い
る
が
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人

の
旅
行
記
・
報
告
書
の
記
述
を
や
や
単
純
化
し
て
説
明
す
る
な
ど
︑
個
々
の
史
料
批
判
が
不
十
分
な
箇
所
も
見
受
け
ら
れ
︑
よ
り
丁
寧
な
検
証

が
必
要
な
部
分
も
あ
る
（
（1
（

︒
既
往
の
研
究
を
み
る
限
り
︑
ト
ユ
ー
ル
制
度
に
つ
い
て
は
ラ
ム
ト
ン
が
概
観
を
提
示
し
た
の
ち
の
考
察
の
進
展
が
少

な
く
︑
制
度
運
用
が
在
地
社
会
や
保
有
者
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
は
︑
さ
ら
な
る
検
討
の
余
地
が
あ
る
（
（1
（

︒
そ
の
な
か
で
も
本
稿
で
は
︑
ト

ユ
ー
ル
の
継
続
性
︑
つ
ま
り
ト
ユ
ー
ル
と
王
朝
君
主
の
代
替
わ
り
と
の
関
係
︑
お
よ
び
保
有
者
の
世
襲
に
着
目
す
る
（
（1
（

︒
こ
う
し
た
論
点
は
︑
筆

者
が
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
ナ
ジ
ャ
フ
コ
リ
ー
・
ハ
ー
ン
家
の
財
産
の
存
続
と
も
重
要
な
関
連
性
が
あ
る
︒
そ
こ
で
具
体
的
に
は
︑
ボ
ユ
ク
・

ハ
ー
ン
の
時
代
（
一
八
二
〇
年
代
後
半
か
ら
一
八
五
〇
年
頃
）
を
中
心
に
そ
の
息
子
の
フ
ァ
ト
フ
ア
リ
ー
・
ハ
ー
ン
（
以
下
︑
フ
ァ
ト
フ
ア

リ
ー
２
世
（
（1
（

）
活
動
初
期
も
含
め
て
︑
ナ
ジ
ャ
フ
コ
リ
ー
・
ハ
ー
ン
家
に
下
さ
れ
た
ト
ユ
ー
ル
や
俸
給
に
関
す
る
複
数
の
勅
令
や
命
令
書
等
（
全

部
で
一
八
通
）
を
分
析
し
︑
こ
の
家
に
下
賜
さ
れ
た
ト
ユ
ー
ル
の
性
格
の
変
遷
と
対
象
と
な
る
私
有
地
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
い
︒
一
連

の
文
書
を
﹁
税
収
下
賜
関
連
文
書
﹂
と
呼
ぶ
︒
稿
末
に
こ
の
一
覧
表
（
表
１
）
を
掲
載
し
た
（
（1
（

︒

　

ボ
ユ
ク
・
ハ
ー
ン
が
活
躍
し
た
時
代
は
︑
カ
ー
ジ
ャ
ー
ル
朝
第
二
代
君
主
フ
ァ
ト
フ
ア
リ
ー
・
シ
ャ
ー
（
在
位
一
七
九
七
～
一
八
三
四
年
）

治
世
の
後
期
か
ら
第
四
代
君
主
の
ナ
ー
セ
ロ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
シ
ャ
ー
（
在
位
一
八
四
八
～
一
八
九
六
年
）
治
世
の
初
期
に
あ
た
り
︑
カ
ー

ジ
ャ
ー
ル
朝
政
権
が
確
立
し
た
時
期
に
一
致
す
る
︒
ま
た
当
該
の
時
代
に
︑﹁
ト
ユ
ー
ル
﹂
と
い
う
土
地
制
度
が
成
熟
し
た
と
推
定
さ
れ
る
（
（1
（

︒

こ
う
し
た
時
代
背
景
に
加
え
て
︑
政
治
的
な
活
躍
は
顕
著
で
は
な
か
っ
た
第
三
代
家
長
フ
ァ
ト
フ
ア
リ
ー
・
ベ
グ
を
経
て
︑
ナ
ジ
ャ
フ
コ
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リ
ー
・
ハ
ー
ン
家
が
政
治
的
な
影
響
力
を
再
び
獲
得
し
た
時
期
に
も
当
た
る
︒
本
稿
で
扱
う
命
令
書
・
勅
令
の
い
く
つ
か
に
は
︑
俸
給
・
給
付

金
な
ど
の
経
済
的
恩
恵
の
財
源
や
分
配
な
ど
を
︑
ス
ィ
ヤ
ー
ク
体
と
呼
ば
れ
る
財
務
数
字
（
11
（

を
用
い
て
算
出
し
記
入
し
て
い
る
箇
所
が
存
在
す

る
︒
本
稿
で
は
と
り
あ
え
ず
︑
こ
の
箇
所
を
﹁
内
訳
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
︒
こ
の
内
訳
の
分
析
が
︑
本
稿
の
眼
目
の
一
つ
で
あ
る
︒
な
お

イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
い
て
伝
統
的
な
税
目
で
あ
り
︑
国
家
に
よ
る
土
地
所
有
を
前
提
と
し
た
る
ハ
ラ
ー
ジ
ュ
（
地
租
）
は
︑
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
以

降
の
イ
ラ
ン
に
お
い
て
は
ほ
ぼ
見
ら
れ
ず
（
1（
（

︑
税
一
般
を
意
味
す
るm
āliyāt

の
ほ
か
︑m

otavajjehāt

（
地
税
？
（
11
（

）︑ṣāderiyāt

（
通
行
税
？
／
臨

時
税
？
）︑rosūm

āt
（
雑
税
？
）︑vojūh

︑m
anāl

な
ど
多
様
な
税
が
存
在
し
て
い
た
（
11
（

︒

第
一
章 

ナ
ジ
ャ
フ
コ
リ
ー
・
ハ
ー
ン
家
に
対
す
る
税
収
下
賜
の
変
遷

　

本
章
で
は
︑
中
央
政
権
か
ら
ナ
ジ
ャ
フ
コ
リ
ー
・
ハ
ー
ン
家
に
対
し
て
供
与
さ
れ
た
経
済
的
恩
恵
を
︑
ボ
ユ
ク
・
ハ
ー
ン
の
時
代
を
中
心
に

考
察
す
る
︒
ラ
ム
ト
ン
は
前
記
の
イ
ン
ド
商
人
ヌ
ー
ル
ッ
デ
ィ
ー
ン
の
事
例
研
究
で
︑
ト
ユ
ー
ル
と
い
う
語
が
実
際
に
現
れ
る
の
は
第
三
代
君

主
の
モ
ハ
ン
マ
ド
・
シ
ャ
ー
期
（
一
八
三
四
～
一
八
四
八
年
）
か
ら
と
述
べ
て
い
る
（
11
（

︒
も
ち
ろ
ん
そ
れ
以
前
に
も
ト
ユ
ー
ル
下
賜
の
事
例
は
確

認
で
き
る
が
（
11
（

︑
ナ
ジ
ャ
フ
コ
リ
ー
・
ハ
ー
ン
家
に
つ
い
て
い
え
ば
︑
モ
ハ
ン
マ
ド
・
シ
ャ
ー
期
以
前
に
は
ト
ユ
ー
ル
の
下
賜
は
見
ら
れ
な
い
︒

筆
者
が
入
手
し
た
文
書
の
う
ち
﹁
ト
ユ
ー
ル
﹂
の
語
が
み
ら
れ
る
の
は
︑
モ
ハ
ン
マ
ド
・
シ
ャ
ー
即
位
後
の
一
八
三
六
年
一
／
二
月
（
一
二
五

一
年
シ
ャ
ッ
ヴ
ァ
ー
ル
月
）
に
発
給
さ
れ
た
勅
令
の
控
（
11
（

が
最
初
で
あ
る
（
後
述
）︒
そ
こ
で
ま
ず
︑
モ
ハ
ン
マ
ド
・
シ
ャ
ー
期
以
前
に
お
け
る

中
央
政
権
か
ら
ナ
ジ
ャ
フ
コ
リ
ー
・
ハ
ー
ン
家
に
下
賜
さ
れ
た
経
済
的
恩
恵
の
具
体
例
を
紹
介
し
︑
次
に
モ
ハ
ン
マ
ド
・
シ
ャ
ー
期
初
頭
に
作

成
さ
れ
た
上
記
の
勅
令
控
（
以
下
︑
一
二
五
一
年
勅
令
控
）
の
内
容
と
比
較
し
よ
う
︒

第
一
節  「
ト
ユ
ー
ル
」
以
前
の
税
収
の
下
賜
：
モ
ハ
ン
マ
ド
・
シ
ャ
ー
期
以
前
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議
論
の
手
が
か
り
と
し
て
︑
モ
ハ
ン
マ
ド
・
シ
ャ
ー
期
以
前
に
お
け
る
︑
カ
ー

ジ
ャ
ー
ル
朝
の
中
央
政
府
か
ら
ボ
ユ
ク
・
ハ
ー
ン
（
ナ
ジ
ャ
フ
コ
リ
ー
・
ハ
ー
ン

家
）
へ
の
経
済
的
恩
恵
供
与
の
実
例
と
し
て
︑
一
八
三
〇
年
四
／
五
月
（
一
二
四

五
年
ズ
ィ
ー
カ
ア
デ
月
）
付
の
カ
フ
ラ
マ
ー
ン
・
ミ
ー
ル
ザ
ー
の
命
令
書
（
11
（

を
取
り

上
げ
る
︒
こ
の
命
令
書
（
以
下
︑
一
二
四
五
年
命
令
書
）
に
お
い
て
︑
ボ
ユ
ク
に

対
す
る
給
付
金
（m

oqarrarī

）
の
下
賜
が
定
め
ら
れ
て
い
る
︒
文
書
の
な
か
で
関

係
す
る
箇
所
を
抜
き
出
し
て
引
用
し
よ
う
（
尊
敬
表
現
等
の
訳
出
は
最
低
限
に
と

ど
め
︑
一
部
省
略
し
た
）︒

　
　

 ﹇
皇
太
子
で
あ
り
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
総
督
の
ア
ッ
バ
ー
ス
・
ミ
ー
ル
ザ
ー
﹈

殿
下
の
命
令
に
も
と
づ
き
︑
一
五
〇
〇
ト
マ
ン
は
︑
そ
の
御
方
﹇
＝
ボ
ユ

ク
・
ハ
ー
ン
﹈
お
よ
び
そ
の
縁
者
（m

ansūbān

）
の
給
付
金
（m

oqarrarī

）

で
あ
り
︑
以
下
示
す
と
お
り
に
﹇
文
書
中
に
内
訳
あ
り
﹈︑
そ
の
御
方
自
身

の
私
有
地
︑
お
よ
び
別
の
命
令
書
（arqām

）
で
定
め
て
い
た
他
の
場
所
の

地
税
（m

otavajjehī

）
が
そ
の
御
方
に
取
得
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
そ
の
御

方
は
︑
ま
さ
に
こ
の
従
う
べ
き
命
令
書
（raqam

）
に
も
と
づ
き
︑
今
年
寅

年
︑
自
身
の
私
有
地
の
地
税
（m

otavajjehī-ye am
lāk-e khod

）
を
︑
自
身

お
よ
び
縁
者
の
給
付
金
と
し
て
徴
収
す
る
よ
う
に
と
定
め
ら
れ
た
︒﹇
後
略
﹈

　

こ
の
命
令
書
の
な
か
で
︑
ボ
ユ
ク
の
給
付
金
の
税
源
と
し
て
︑
彼
が
所
有
す
る

私
有
地
の
地
税
（m

otavajjehī
）
の
み
で
な
く
他
の
場
所
の
地
税
も
当
て
ら
れ
て

ナジャフコリー・ハーン・ドンボリーとその子孫の系図（斜体は女性）

ナジャフコリー・ハーン・ドンボリー（d. 1784/1198?）
ファトフアリー・シャー

（d. 1834/1250）
ホダーダード ・ハーン(d. 1791/1205)

アッバース・ミールザー

（d. 1833/1249）
ファトフアリー・ベグ

モハンマド・シャー （d. 1822/1238?）

（d. 1848/1264）

ナーセロッディーン メフルジャハーン ナジャフコリー・ハーン ホダーダード・ハーン

・シャー ・ハーノム （ボユク） （クーチェク）

(d. 1880/1297) （d. 1852/1268）
バフラーム・ミールザー・モエッゾッドウレ

シャーザーデ・ハーノム ファトフアリー2 世（ハージー・ファトフアリー・ハーン）（d. 1875/1291）
（モエッゾッドウレの娘）

ホセインコリー・ハーン（d. 1918/1336?）

ナジャフコリー・ハーン・ドンボリーとその子孫の系図（斜体は女性）
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い
る
︒
一
五
〇
〇
ト
マ
ン
の
内
訳
を
見
る
と
︑
彼
の
﹁
他
の
場
所
の
地
税
﹂
の
数
値
は
不
完
全
で
あ
り
︑
合
計
し
て
も
定
め
ら
れ
た
額
（
一
五

〇
〇
ト
マ
ン
）
に
な
ら
な
い
（
11
（

︒
一
方
で
彼
の
私
有
地
か
ら
の
地
税
額
は
︑
六
九
一
ト
マ
ン
と
記
さ
れ
て
お
り
︑
約
束
さ
れ
て
い
る
給
付
金
の
総

額
の
半
分
に
も
満
た
な
い
︒
私
有
地
か
ら
の
地
税
額
の
内
訳
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒

　
　

ア
ル
ヴ
ァ
ナ
ク
地
方
の
村
々 

四
一
〇
ト
マ
ン　

ア
ル
カ
ラ
ン
デ
ィ
ー
ス
村 

一
〇
〇
ト
マ
ン

　
　

バ
ド
ゥ
ー
ス
タ
ー
ン
地
方 

八
一
ト
マ
ン

こ
の
給
付
金
は
︑﹁
あ
る
土
地
か
ら
の
税
収
の
下
賜
﹂
で
あ
り
︑
ま
さ
に
ラ
ム
ト
ン
の
説
明
に
あ
っ
た
﹁
ト
ユ
ー
ル
﹂
に
該
当
す
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
が
︑
文
書
に
は
﹁
給
付
金
（m

oqarrarī

）﹂
と
し
か
記
さ
れ
な
い
︒
そ
れ
で
は
次
に
︑
ト
ユ
ー
ル
と
い
う
語
が
実
際
に
現
れ
る
文
書
を

見
て
み
よ
う
︒第

二
節 

ト
ユ
ー
ル
と
俸
給

　

上
で
述
べ
た
通
り
︑
ナ
ジ
ャ
フ
コ
リ
ー
・
ハ
ー
ン
家
に
対
し
て
下
さ
れ
た
文
書
の
う
ち
︑
ト
ユ
ー
ル
ま
た
は
ト
ユ
ー
ル
対
象
地
に
当
た
る
語

が
初
出
す
る
の
は
︑
一
八
三
六
年
一
／
二
月
（
一
二
五
一
年
シ
ャ
ッ
ヴ
ァ
ー
ル
月
）
付
で
発
給
さ
れ
た
勅
令
の
控
で
あ
る
（
11
（

︒
こ
の
一
二
五
一
年

勅
令
控
は
︑
ボ
ユ
ク
へ
の
俸
給
（m

avājeb

）
と
そ
の
妻
メ
フ
ル
ジ
ャ
ハ
ー
ン
・
ハ
ー
ノ
ム
（
ア
ッ
バ
ー
ス
・
ミ
ー
ル
ザ
ー
の
娘
で
モ
ハ
ン
マ

ド
・
シ
ャ
ー
の
妹
）
へ
の
給
付
金
を
定
め
る
内
容
で
あ
る
︒
俸
給
の
税
源
の
詳
細
も
︑
本
文
の
後
に
ス
ィ
ヤ
ー
ク
を
用
い
て
具
体
的
に
記
さ
れ

て
い
る
︒
た
だ
し
筆
者
の
読
み
で
は
計
算
が
合
わ
な
い
の
で
問
題
を
抱
え
て
い
る
が
︑
以
下
︑
現
時
点
で
可
能
な
訳
を
提
示
し
︑
分
析
し
た

い
︒
ま
ず
ど
の
よ
う
な
文
脈
で
ト
ユ
ー
ル
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
を
把
握
し
︑
そ
の
次
に
︑
税
収
下
賜
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
土

地
の
内
実
を
見
て
い
き
た
い
︒
注
目
す
べ
き
箇
所
に
は
傍
線
を
引
い
た
︒

　
　
　
　
　
　
　
　

未
年　

　
　
　
　
　
　
　

ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
︑
給
付
金
（m

oqarrarī

）︑
手
当
（vaẓīfe

）︑
？
︑
俸
給
（m

avājeb

）
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一
二
五
一
年
シ
ャ
ッ
ヴ
ァ
ー
ル
月
付
勅
令
︒
ナ
ジ
ャ
フ
コ
リ
ー
・
ハ
ー
ン
・
ド
ン
ボ
リ
ー
閣
下
﹇
＝
ボ
ユ
ク
・
ハ
ー
ン
﹈
は
︑
父
祖
代
々

奉
仕
者
の
一
人
で
あ
る
︒
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
地
方
の
他
の
ハ
ー
ン
裔
に
比
し
て
︑
こ
の
御
方
は
献
身
と
誠
実
さ
に
お
い
て
︑
抜
き
ん
で

た
格
別
な
地
位
を
得
て
い
る
︒
こ
の
御
方
に
対
す
る
多
大
な
る
恩
寵
に
も
と
づ
き
︑
今
年
未
年
よ
り
現
金
四
〇
〇
タ
ブ
リ
ー
ズ
・
ト
マ
ン

を
︑
こ
れ
ま
で
四
〇
〇
ト
マ
ン
で
あ
っ
た
旧
来
の
俸
給
（m

avājeb

）
に
加
増
す
る
の
で
︑
そ
の
額
を
︑
下
記
の
ト
ユ
ー
ル
が
授
与
さ
れ

た
自
身
の
私
有
地
の
地
税
（m

otavajjehāt-e am
lāk-e arbābī-ye toyūlī-ye khod

）
か
ら
毎
年
取
得
し
︑
自
身
の
費
用
に
充
て
︑
勤
め
に

邁
進
さ
れ
た
し
︒
詳
述
し
た
私
有
地
の
政
庁
へ
の
地
税
の
残
額
を
︑
ご
自
身
の
妻
で
あ
る
親
切
な
る
わ
が
妹
へ
の
給
付
金
（m

oqarrarī

）

と
し
て
支
払
わ
れ
た
し
︒
高
貴
な
る
眼
の
光
で
あ
る
ナ
ー
セ
ロ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ミ
ー
ル
ザ
ー
は
こ
の
命
令
に
従
っ
て
遂
行
し
︑
必
ず
や
毎

年
八
〇
〇
ト
マ
ン
を
俸
給
に
代
え
て
か
の
御
方
の
た
め
に
定
め
︑
下
記
の
私
有
地
に
対
す
る
政
庁
へ
の
地
税
を
か
の
御
方
の
ト
ユ
ー
ル
と

し
て
勘
定
し
︑
そ
の
私
有
地
の
政
庁
へ
の
税
（m

āl

）
の
残
額
を
彼
の
妻
で
あ
る
わ
が
妹
へ
の
給
付
金
と
し
て
充
て
ら
れ
た
し
︒

　
（
内
訳
次
頁
掲
載
）

　

そ
れ
で
は
︑
以
下
に
お
い
て
当
該
の
一
二
五
一
年
勅
令
控
と
先
に
検
討
し
た
一
二
四
五
年
命
令
書
（
税
収
下
賜
関
連
文
書
１
︑
カ
フ
ラ
マ
ー

ン
・
ミ
ー
ル
ザ
ー
の
命
令
書
）
を
比
較
し
て
︑
行
政
用
語
の
用
法
の
違
い
を
考
え
て
み
た
い
︒
な
お
︑
両
文
書
の
文
脈
に
鑑
み
て
︑﹁
ナ
ジ
ャ

フ
コ
リ
ー
・
ハ
ー
ン
と
彼
の
縁
者
﹂
の
縁
者
（m

ansūbān

）
と
は
︑
彼
の
妻
（m

otaʿalleqe

）
メ
フ
ル
ジ
ャ
ハ
ー
ン
を
指
し
て
い
る
可
能
性
を

指
摘
し
て
お
き
た
い
︒

　

最
初
に
︑
俸
給
と
給
付
金
と
い
う
語
の
用
法
の
差
異
に
着
目
し
よ
う
︒
一
二
四
五
年
命
令
書
は
︑
ボ
ユ
ク
に
下
賜
さ
れ
て
い
た
経
済
的
恩
恵

を
︑
ま
と
め
て
﹁
給
付
金
（m

oqarrarī

）﹂
と
記
す
だ
け
で
あ
る
が
︑
一
二
五
一
年
勅
令
控
で
は
︑﹁
俸
給
（m

avājeb

）﹂
と
い
う
語
が
﹁
給
付

金
﹂
と
は
別
に
現
れ
て
い
る
︒

　

次
に
︑
ト
ユ
ー
ル
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
︒
一
二
五
一
年
勅
令
控
で
は
︑﹁
ト
ユ
ー
ル
が
授
与
さ
れ
た
自
身
の
私
有
地
の
地
税
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（m
otavajjehāt-e am

lāk-e 

arbābī-ye toyūlī-ye khod

）﹂

と
い
う
文
言
が
あ
る
︒
ア
ル

バ
ー
ビ
ー
（arbābī

）
は
﹁
所

有
者
た
る
こ
と
﹂
か
ら
転
じ
て

﹁（
自
身
が
）
保
有
す
る
﹂
と
解

釈
し
（
後
述
）︑
訳
出
の
便
宜

上
か
ら
本
稿
で
は
﹁
自
身
の
﹂

と
表
記
し
た
（
後
述
）︒
二
番

目
の
傍
線
部
箇
所
に
見
ら
れ
る

﹁
ト
ユ
ー
ル
﹂
を
解
釈
し
よ

う
︒﹁
下
記
の
私
有
地
に
対
す

る
政
庁
へ
の
地
税
を
か
の
御
方

の
ト
ユ
ー
ル
と
し
て
勘
定
し
﹂

と
い
う
一
文
は
︑
ま
さ
に
ト

ユ
ー
ル
が
税
収
の
下
賜
で
あ
る

こ
と
を
明
示
し
て
い
る
︒
そ
の

一
文
に
続
く
﹁
そ
の
私
有
地
の

政
庁
へ
の
税
の
残
額
を
彼
の
妻

現金

1201 トマン

現物

穀物 103 ハルヴァール 藁 68 ハルヴァール

アルヴァナク地方の私有地：

スィース、コンドル、アミールザカリヤー、ダル

ヴィーシュバッカール、アリーアクバル枝村、ゼ

ナーブ、ベイゴムジャハーンハーノム、マレクザ

ーデ枝村、アハル、その他 ？

バドゥースターン地方の私有地：

ビールヴェルディー、アブドルジャッバール、ジ

ーケ枝村、シャーサヴァールルー

410 トマン 現金

119 トマン

現物

35 ハルヴァール

ヴァイダフル地方のエスフェンジャーン村

220 トマン

ルードカート地方のアマンド村半分

現金と現物で：129 トマン

カラーモルク枝村の私有地の税

現金

90 トマン

現物

穀物 20 ハルヴァール

藁 20 ハルヴァール

ウージャーン地方のオグーラーバード村

現金

90 トマン

現物

穀物 8 ハルヴァール

藁 8 ハルヴァール

差し引く

現金

170 トマン

現物

穀物 30 ハルヴァール 藁 30 ハルヴァール

アマンド村

現金分につき

10 トマン

穀物 30 ハルヴァール

キャラバンサライ

10 分の 2 につき

20 トマン

オグーラーバード

現金

20 ト マ

ン

現物

穀物 17 ハル

ヴァール

藁 17 ハルヴ

ァール

カラーモルク枝村

穀物 3 ハルヴァール

藁 3 ハルヴァール

　1251 年勅令控の内訳
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で
あ
る
わ
が
妹
へ
の
給
付
金
と
し
て
充
て
ら
れ
た
し
﹂
に
よ
れ
ば
︑
ト
ユ
ー
ル
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
税
額
は
︑
私
有
地
の
税
収
全
額
で
は
な

い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
︒

　

以
下
で
は
ト
ユ
ー
ル
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
ボ
ユ
ク
の
私
有
地
の
詳
細
を
見
て
み
よ
う
︒
前
述
の
通
り
計
算
が
合
わ
な
い
の
が
難
点
で
あ
る

が
︑
こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
ア
ル
ヴ
ァ
ナ
ク
地
方
（
タ
ブ
リ
ー
ズ
の
西
）
の
村
と
バ
ド
ゥ
ー
ス
タ
ー
ン
地
方
（
タ
ブ
リ
ー
ズ
の
東
）
の
村
は

い
ず
れ
も
︑
ボ
ユ
ク
が
保
有
す
る
農
村
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
お
き
た
い
︒
拙
著
で
取
り
上
げ
た
ボ
ユ
ク
と
弟
ク
ー
チ
ェ
ク
に
よ
る
財
産
分

割
（
一
八
三
七
／
一
二
五
三
年
）
の
結
果
（
11
（

を
参
照
す
る
と
︑
一
二
五
一
年
勅
令
控
で
﹁
ト
ユ
ー
ル
が
授
与
さ
れ
た
自
身
の
私
有
地
﹂
と
さ
れ
て

い
る
ス
ィ
ー
ス
︑
ア
ミ
ー
ル
ザ
カ
リ
ヤ
ー
︑
ベ
イ
ゴ
ム
ジ
ャ
ハ
ー
ン
ハ
ー
ノ
ム
（
／
ベ
イ
グ
ジ
ェ
ハ
ー
ノ
ム
）
村
︑
マ
レ
ク
ザ
ー
デ
枝
村
（
こ

こ
ま
で
ア
ル
ヴ
ァ
ナ
ク
地
方
）︑
ビ
ー
ル
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
ー
︑
ジ
ー
ケ
︑
シ
ャ
ー
サ
ヴ
ァ
ー
ル
ル
ー
村
（
バ
ド
ゥ
ー
ス
タ
ー
ン
地
方
）
お
よ
び
エ

ス
フ
ェ
ン
ジ
ャ
ー
ン
︑
カ
ラ
ー
モ
ル
ク
村
は
︑
ボ
ユ
ク
の
所
有
下
に
入
っ
た
︒
ま
た
︑
ア
ブ
ド
ル
ジ
ャ
ッ
バ
ー
ル
村
は
︑
一
八
三
六
年
一
／
二

月
の
時
点
で
は
︑
弟
ク
ー
チ
ェ
ク
と
の
共
有
財
産
で
︑
ボ
ユ
ク
が
実
質
的
な
管
理
を
担
っ
て
い
た
︑
す
な
わ
ち
保
有
し
て
い
た
︒
こ
の
点
か

ら
︑「
ア
ル
バ
ー
ビ
ー
」
を
所
有
に
限
定
せ
ず
﹁（
自
身
が
）
保
有
す
る
﹂
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
が
再
確
認
で
き
る
︒（﹁
所
有
す

る
﹂
と
し
な
い
の
は
法
的
な
所
有
で
は
な
い
実
質
的
な
管
理
や
占
有
も
含
む
た
め
で
あ
る
（
1（
（

）︒
な
お
注
意
す
べ
き
は
︑
ボ
ユ
ク
の
私
有
地
全
て

が
ト
ユ
ー
ル
対
象
と
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
点
で
あ
る
︒
彼
の
私
有
地
の
一
部
に
ト
ユ
ー
ル
が
設
定
さ
れ
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
︒

　

私
有
地
の
税
収
額
の
推
移
に
も
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
ろ
う
︒
一
二
四
五
年
命
令
書
の
内
訳
に
は
﹁
ア
ル
ヴ
ァ
ナ
ク
地
方
の
村
々 

四
一
〇

ト
マ
ン
﹂
と
い
う
記
述
が
あ
る
︒
一
二
五
一
年
勅
令
控
で
も
︑﹁
ト
ユ
ー
ル
が
授
与
さ
れ
た
自
身
の
私
有
地
﹂
に
含
ま
れ
る
ア
ル
ヴ
ァ
ナ
ク
地

方
の
村
々
の
税
収
（
地
税
）
は
四
一
〇
ト
マ
ン
で
あ
る
︒
こ
れ
は
偶
然
の
一
致
と
は
見
な
し
え
な
い
︒
す
な
わ
ち
︑
一
二
四
五
年
命
令
書
で
は

﹁
そ
の
御
方
自
身
の
私
有
地
﹂
と
記
さ
れ
て
い
た
も
の
が
︑
一
二
五
一
年
勅
令
控
で
は
﹁
ト
ユ
ー
ル
が
授
与
さ
れ
た
自
身
の
私
有
地
﹂
と
い
う

語
に
書
き
換
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒
ト
ユ
ー
ル
と
い
う
語
が
イ
ン
ド
商
人
ヌ
ー
ル
ッ
デ
ィ
ー
ン
の
事
例
に
お
い
て
は
︑
モ
ハ
ン
マ
ド
・
シ
ャ
ー

期
か
ら
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
ラ
ム
ト
ン
の
指
摘
は
︑
本
事
例
と
も
一
致
す
る
︒
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筆
者
が
入
手
し
た
ナ
ジ
ャ
フ
コ
リ
ー
・
ハ
ー
ン
家
に
関
わ
る
文
書
に
基
づ
く
な
ら
︑﹁
給
付
金
﹂
と
一
括
さ
れ
て
い
た
中
央
政
権
か
ら
の
経

済
的
恩
恵
の
供
与
が
︑﹁
俸
給
﹂
と
﹁
給
付
金
﹂
に
類
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
と
︑
税
収
下
賜
の
対
象
地
を
ト
ユ
ー
ル
と
呼
び
始
め
た

時
期
は
一
致
し
て
い
る
︒
こ
こ
か
ら
︑
フ
ァ
ト
フ
ア
リ
ー
・
シ
ャ
ー
期
末
期
か
ら
モ
ハ
ン
マ
ド
・
シ
ャ
ー
期
に
お
け
る
カ
ー
ジ
ャ
ー
ル
朝
の
土

地
行
政
の
発
展
・
展
開
を
看
取
で
き
る
︒

第
二
章 
下
賜
者
・
受
給
者
の
世
代
交
代
と
俸
給
・
ト
ユ
ー
ル
へ
の
影
響

　

本
章
で
は
俸
給
・
給
付
金
が
︑
下
賜
者
で
あ
る
君
主
の
代
替
わ
り
と
受
給
者
の
世
代
交
代
と
い
う
環
境
の
変
化
に
伴
い
︑
い
か
な
る
影
響
を

受
け
た
の
か
検
証
す
る
︒

第
一
節 

君
主
交
代
時
に
お
け
る
ト
ユ
ー
ル
・
俸
給
の
再
下
賜

　

カ
ー
ジ
ャ
ー
ル
朝
君
主
の
即
位
後
に
は
︑﹁
ト
ユ
ー
ル
の
更
新
﹂
と
い
う
意
向
の
も
と
に
勅
令
︑
命
令
書
が
発
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か

が
え
る
︒
税
収
下
賜
関
連
文
書
２
（
一
二
五
一
年
勅
令
控
）
は
︑
モ
ハ
ン
マ
ド
・
シ
ャ
ー
即
位
後
に
ボ
ユ
ク
の
俸
給
・
給
付
金
と
し
て
発
給
さ

れ
た
最
初
の
勅
令
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
︑
ま
た
文
書
16
は
︑
ナ
ー
セ
ロ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
シ
ャ
ー
即
位
後
に
ボ
ユ
ク
の
ト
ユ
ー
ル
に
関
し
て
発

給
さ
れ
た
最
初
の
勅
令
と
推
測
さ
れ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
前
後
の
情
報
が
よ
り
充
実
し
て
い
る
税
収
下
賜
関
連
文
書
16
を
通
じ
て
︑
ト
ユ
ー
ル
の

再
下
賜
を
検
討
し
て
み
た
い
︒

　

税
収
下
賜
関
連
文
書
16
で
は
︑
大
意
と
し
て
は
︑﹁
ボ
ユ
ク
の
父
祖
代
々
に
亘
る
長
年
の
奉
仕
と
忠
勤
に
鑑
み
て
恩
寵
を
施
す
こ
と
に
し
た

の
で
︑
俸
給
の
代
わ
り
に
私
有
地
の
税
を
徴
収
し
取
得
す
る
よ
う
に
﹂
と
指
示
し
て
い
る
︒
文
面
を
解
釈
す
る
と
︑
俸
給
・
給
付
金
と
し
て
の

税
収
の
下
賜
で
あ
る
ト
ユ
ー
ル
は
原
則
と
し
て
は
君
主
個
人
の
恩
寵
に
よ
る
た
め
︑
当
該
君
主
が
死
去
し
た
後
に
後
継
君
主
が
再
度
下
賜
し
な
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け
れ
ば
失
効
す
る
こ
と
が
分
か
る
︒
つ
ま
り
理
念
上
︑
ト
ユ
ー
ル
下
賜
に
は
継
続
が
保
証
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
ボ

ユ
ク
の
事
例
を
見
る
と
︑
単
純
な
﹁
更
新
﹂
と
み
な
す
こ
と
に
躊
躇
さ
れ
る
点
も
あ
る
︒
そ
の
理
由
を
税
収
下
賜
関
連
文
書
14
と
16
の
内
訳
の

比
較
か
ら
簡
単
に
説
明
し
よ
う
︒

　

税
収
下
賜
関
連
文
書
14
︑
16
の
内
訳
を
比
較
す
る
と
︑
両
者
に
は
い
く
つ
か
の
差
異
が
見
出
さ
れ
る
︒
ボ
ユ
ク
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
ト

ユ
ー
ル
の
性
格
が
変
化
し
た
点
も
確
認
で
き
る
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
）︒
第
一
に
注
目
す
べ
き
は
︑
額
の
変
化
で
あ
る
︒
端
的
に
言
え

ば
︑
モ
ハ
ン
マ
ド
・
シ
ャ
ー
治
世
の
最
末
期
に
発
給
さ
れ
た
税
収
下
賜
関
連
文
書
14
（
一
八
四
八
年
三
／
四
月
付
）
に
お
い
て
下
賜
さ
れ
た
俸

給
額
の
方
が
︑
ナ
ー
セ
ロ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
シ
ャ
ー
期
の
最
初
に
発
給
さ
れ
た
税
収
下
賜
関
連
文
書
16
（
一
八
四
九
年
三
／
四
月
付
）
の
俸
給
額

よ
り
高
い
︒
税
収
下
賜
関
連
文
書
14
で
は
︑
ボ
ユ
ク
は
現
金
三
五
〇
〇
ト
マ
ン
と
穀
物
・
藁
そ
れ
ぞ
れ
一
一
五
ハ
ル
ヴ
ァ
ー
ル
（
一
ハ
ル

ヴ
ァ
ー
ル
は
約
二
九
七
キ
ロ
グ
ラ
ム
）
を
受
領
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
（
11
（

︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
税
収
下
賜
関
連
文
書
16
に
お
い
て
は
︑
妻
と
二

人
合
わ
せ
て
現
金
二
九
五
〇
ト
マ
ン
の
み
と
な
っ
て
い
る
（
11
（

︒
両
者
の
差
異
は
お
よ
そ
現
金
五
五
〇
ト
マ
ン
と
現
物
の
穀
物
・
藁
各
一
一
五
ハ
ル

ヴ
ァ
ー
ル
で
あ
る
︒
税
収
下
賜
関
連
文
書
16
の
内
訳
を
み
る
と
︑
穀
物
一
ハ
ル
ヴ
ァ
ー
ル
に
つ
き
二
ト
マ
ン
︑
藁
一
ハ
ル
ヴ
ァ
ー
ル
に
つ
き
五

〇
〇
〇
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
と
換
算
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
そ
れ
を
上
記
の
現
物
の
値
に
当
て
は
め
る
と
︑
二
八
七
ト
マ
ン
五
〇
〇
〇
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル

相
当
と
な
る
︒
現
金
の
五
五
〇
ト
マ
ン
と
合
算
す
る
と
八
三
七
ト
マ
ン
五
〇
〇
〇
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
と
な
る
︒
こ
の
額
は
︑
税
収
下
賜
関
連
文
書

10
で
ボ
ユ
ク
の
ト
ユ
ー
ル
の
残
額
か
ら
支
給
さ
れ
る
と
定
め
ら
れ
て
い
た
フ
ァ
ト
フ
ア
リ
ー
２
世
の
俸
給
に
概
ね
該
当
す
る
（
税
収
下
賜
関
連

文
書
10
で
は
九
五
四
ト
マ
ン
五
三
二
五
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
）︒
こ
の
点
に
着
目
す
る
な
ら
︑
ナ
ー
セ
ロ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
シ
ャ
ー
即
位
直
後
に
は
︑

（
モ
ハ
ン
マ
ド
・
シ
ャ
ー
期
に
は
定
め
ら
れ
て
い
た
）
フ
ァ
ト
フ
ア
リ
ー
２
世
の
俸
給
が
更
新
さ
れ
な
か
っ
た
事
態
や
︑
ま
た
少
な
く
と
も
再

下
賜
に
時
間
を
要
し
た
可
能
性
が
推
測
さ
れ
る
︒

　

ま
た
︑
税
収
を
構
成
す
る
個
々
の
物
件
に
も
変
化
が
み
ら
れ
る
︒
細
か
い
物
件
名
に
は
踏
み
込
ま
な
い
が
︑
注
目
す
べ
き
点
と
し
て
は
︑
税

収
下
賜
関
連
文
書
14
に
は
タ
ブ
リ
ー
ズ
市
内
の
商
業
施
設
・
同
業
者
組
合
の
税
収
が
計
上
さ
れ
︑
二
三
五
〇
ト
マ
ン
二
五
〇
〇
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
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に
上
っ
て
い
た
︒
こ
れ
が
︑
税
収
下
賜
関
連
文
書
16
に
お
い
て
は
︑
一
切
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　

そ
こ
で
過
去
の
代
替
わ
り
に
目
を
向
け
て
み
る
と
︑
フ
ァ
ト
フ
ア
リ
ー
・
シ
ャ
ー
期
後
半
の
一
二
四
五
年
命
令
書
（
税
収
下
賜
関
連
文
書

１
）
に
お
い
て
は
一
五
〇
〇
ト
マ
ン
の
給
付
金
が
ボ
ユ
ク
に
下
賜
さ
れ
て
い
た
の
に
︑
モ
ハ
ン
マ
ド
・
シ
ャ
ー
即
位
後
の
一
二
五
一
年
勅
令
控

に
お
い
て
は
大
幅
に
減
額
さ
れ
て
い
た
︒
モ
ハ
ン
マ
ド
・
シ
ャ
ー
期
か
ら
ナ
ー
セ
ロ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
シ
ャ
ー
期
に
か
け
て
の
変
化
を
敷
衍
す
る

と
︑
モ
ハ
ン
マ
ド
・
シ
ャ
ー
即
位
後
に
お
け
る
ボ
ユ
ク
の
俸
給
額
の
減
少
も
︑
君
主
の
交
代
後
の
俸
給
再
下
賜
の
影
響
を
受
け
た
も
の
だ
っ
た

と
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
︒

第
二
節 

俸
給
・
ト
ユ
ー
ル
の
世
襲

　

一
八
五
二
年
頃
に
ボ
ユ
ク
が
死
去
し
︑
フ
ァ
ト
フ
ア
リ
ー
２
世
が
後
を
継
い
だ
︒
こ
れ
に
際
し
て
︑﹁
ト
ユ
ー
ル
・
俸
給
の
世
襲
﹂
が
発
生

し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
後
継
者
フ
ァ
ト
フ
ア
リ
ー
２
世
が
亡
父
の
俸
給
・
ト
ユ
ー
ル
全
額
を
そ
の
ま
ま
継
承
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
︒
ボ
ユ
ク

は
生
前
二
五
〇
〇
ト
マ
ン
の
俸
給
を
ト
ユ
ー
ル
と
し
て
得
て
い
た
の
に
対
し
︑
税
収
下
賜
関
連
文
書
17
に
お
い
て
フ
ァ
ト
フ
ア
リ
ー
２
世
の
俸

給
は
一
五
〇
〇
ト
マ
ン
と
定
め
ら
れ
た
︒
二
五
〇
〇
ト
マ
ン
か
ら
一
五
〇
〇
ト
マ
ン
で
さ
え
大
幅
な
減
額
で
あ
る
︒
も
し
ナ
ー
セ
ロ
ッ
デ
ィ
ー

ン
・
シ
ャ
ー
即
位
後
に
︑
俸
給
（
お
よ
そ
八
〇
〇
／
九
〇
〇
ト
マ
ン
）
が
フ
ァ
ト
フ
ア
リ
ー
２
世
に
再
度
下
賜
さ
れ
て
い
た
な
ら
︑
一
家
全
体

は
三
〇
〇
〇
ト
マ
ン
以
上
得
て
い
た
こ
と
に
な
り
︑
フ
ァ
ト
フ
ア
リ
ー
２
世
相
続
後
の
一
五
〇
〇
ト
マ
ン
は
ナ
ジ
ャ
フ
コ
リ
ー
・
ハ
ー
ン
家
全

体
で
考
え
る
と
大
幅
な
減
額
と
み
な
し
う
る
︒
モ
ハ
ン
マ
ド
・
シ
ャ
ー
期
か
ら
ナ
ー
セ
ロ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
シ
ャ
ー
期
初
頭
に
か
け
て
の
期
間
に

お
い
て
は
︑
少
な
く
と
も
こ
の
ナ
ジ
ャ
フ
コ
リ
ー
・
ハ
ー
ン
家
の
事
例
に
つ
い
て
は
︑
俸
給
・
ト
ユ
ー
ル
の
世
襲
は
部
分
的
に
行
わ
れ
た
に
過

ぎ
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
（
11
（

︒
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
﹁
金
額
﹂
の
変
化
で
あ
る
︒
こ
れ
と
は
別
に
︑
具
体
的
な
俸
給
対
象
地
の
内
容

が
い
か
に
変
化
し
た
の
か
︑
詳
し
く
調
べ
る
必
要
が
あ
る
︒
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第
三
章 

ナ
ジ
ャ
フ
コ
リ
ー
・
ハ
ー
ン
家
に
下
賜
さ
れ
た
ト
ユ
ー
ル
の
変
化

第
一
節 

ボ
ユ
ク
・
ハ
ー
ン
の
俸
給
（
・
給
付
金
）
の
変
化
と
ト
ユ
ー
ル
対
象
地
の
変
遷

　

こ
こ
ま
で
︑
一
八
通
の
税
収
下
賜
関
連
文
書
を
も
と
に
︑
ナ
ー
セ
ロ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
シ
ャ
ー
治
世
初
期
に
至
る
俸
給
・
給
付
金
下
賜
と
君
主

交
代
・
世
襲
と
の
相
関
関
係
を
概
観
し
た
︒
以
下
に
お
い
て
は
︑
ナ
ジ
ャ
フ
コ
リ
ー
・
ハ
ー
ン
家
の
俸
給
・
ト
ユ
ー
ル
の
変
遷
と
︑
設
定
さ
れ

て
い
る
税
源
の
推
移
︑
さ
ら
に
は
そ
の
性
格
の
変
容
を
追
跡
し
た
い
︒

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
一
八
通
の
税
収
下
賜
関
連
文
書
の
う
ち
︑
ボ
ユ
ク
の
俸
給
を
伝
え
る
文
書
は
九
通
あ
り
︑
彼
の
死
後
︑
フ
ァ
ト
フ
ア

リ
ー
２
世
の
俸
給
を
伝
え
る
文
書
は
二
通
存
在
す
る
（
税
収
下
賜
関
連
文
書
10
は
除
い
た
）︒
俸
給
の
変
化
を
以
下
に
表
に
し
た
（
表
２
：
俸

給
変
遷
）︒
こ
れ
を
も
と
に
し
て
︑
俸
給
・
給
付
金
額
と
ト
ユ
ー
ル
・
税
収
下
賜
対
象
地
の
関
係
を
考
え
て
み
た
い
︒

　

俸
給
の
推
移
を
見
る
と
︑
君
主
の
代
替
わ
り
に
際
し
て
俸
給
・
給
付
金
が
減
額
し
て
い
る
︒
そ
れ
と
は
別
に
︑
モ
ハ
ン
マ
ド
・
シ
ャ
ー
期
に

お
い
て
︑
一
二
五
一
年
の
勅
令
（
控
）
が
発
給
さ
れ
る
以
前
は
︑
俸
給
は
四
〇
〇
ト
マ
ン
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
︑
そ
の
後
短
期
間
の
う
ち
に

増
加
し
て
い
る
︒
特
に
︑
税
収
下
賜
関
連
文
書
５
が
発
給
さ
れ
た
一
八
三
九
年
に
︑
ボ
ユ
ク
の
俸
給
は
大
幅
に
増
額
し
て
い
る
︒
こ
の
時
︑
俸

給
内
容
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
発
生
し
た
の
だ
ろ
う
か
︒
当
該
の
税
収
下
賜
関
連
文
書
５
に
は
内
訳
が
な
い
た
め
検
討
で
き
な
い
が
︑
そ
れ
か

ら
ほ
ぼ
一
年
後
に
発
給
さ
れ
た
税
収
下
賜
関
連
文
書
６
︑
９
に
記
さ
れ
た
内
訳
は
︑
俸
給
増
加
を
反
映
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
ま

ず
こ
の
二
通
の
本
文
中
に
お
い
て
︑
俸
給
・
給
付
金
と
し
て
与
え
ら
れ
る
税
収
に
関
す
る
記
述
が
︑
そ
れ
以
前
と
比
べ
て
ど
う
変
化
し
た
か
調

べ
て
み
よ
う
︒
以
下
に
お
い
て
︑
税
収
下
賜
関
連
文
書
１
︑
２
︑
３
と
文
書
６
︑
９
の
税
に
関
す
る
表
現
を
比
較
し
て
み
よ
う
（
表
１
参
照
）︒

　
（
税
収
下
賜
関
連
文
書
１
）

　
﹁
自
身
の
私
有
地
の
地
税
（m

otavajjehī-ye am
lāk-e khod

）
を
︑
自
身
お
よ
び
縁
者
の
給
付
金
と
し
て
徴
収
す
る
よ
う
に
﹂

　
（
税
収
下
賜
関
連
文
書
２
）
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﹁（
加
増
し
た
俸
給
の
総
額
を
）
下
記
の
ト
ユ
ー
ル
が
授
与

さ
れ
た
自
身
の
私
有
地
の
地
税
（m

otavajjehāt-e am
lāk-e 

arbābī-ye toyūlī-ye khod

）
か
ら
毎
年
取
得
し
﹂

　
（
税
収
下
賜
関
連
文
書
３
）

　
﹁
そ
の
御
方
﹇
＝
ボ
ユ
ク
﹈
の
俸
給
を
下
記
の
彼
の
私
有

地
に
対
す
る
政
庁
の
地
税
（m

otavajjehāt-e dīvānī-ye 

am
lāk-e ū

）
か
ら
勘
定
し
執
行
し
︑
そ
の
残
額
を
彼
の
妻
へ

の
給
付
金
と
し
て
充
て
︑
費
用
に
充
て
る
よ
う
に
﹂

　
（
税
収
下
賜
関
連
文
書
６
）

　
﹁
そ
の
御
方
﹇
＝
ボ
ユ
ク
﹈
は
（
俸
給
額
）
二
五
〇
〇
ト

マ
ン
を
﹇
内
訳
に
﹈
示
し
て
い
る
よ
う
に
︑
正
税
・
付
加
税

に
つ
き
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
の
税
収
か
ら
取
得
し
︑﹇
中

略
﹈
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
総
督
で
あ
る
カ
フ
ラ
マ
ー
ン
・

ミ
ー
ル
ザ
ー
は
前
記
の
俸
給
総
額
を
︑
詳
述
し
た
村
々
と

ア
ル
ヴ
ァ
ナ
ク
の
税
（m

āliyāt-e dehāt-e m
ofaṣṣale va 

A
rvanaq

）
か
ら
前
記
の
御
方
に
送
付
し
︑
費
用
に
充
て
る

よ
う
に
命
令
せ
よ
﹂

　
（
税
収
下
賜
関
連
文
書
９
）

　
﹁（
加
増
し
た
俸
給
総
額
を
）
詳
述
し
た
村
々
の
地
税
と
ア

税収下賜
関連文書
番号

発給日付 文書本文に見られる俸給額 追記事項 内訳に見られる額、内訳の記述

文書1 1245. Ẕī qa‘de
(1830.4/5)

1500トマン（妻の給付金も

含む）
給付金と呼ばれる 内訳に未記載が部分あり

文書2 1251. Shavvāl
(1836.1/2) 800トマン＋妻の給付金 400トマンを加増

内訳を計算した結果、現金1031トマン

現物 穀物73ハルヴァール藁34ハルヴァー

ルとなる

文書3 1252. Rabīʿ I
(1836.6/7) 800トマン＋妻の給付金 文書2の確認

現金1067トマン8750ディーナールと現物

穀物96ハルヴァール62マン藁60ハル

ヴァール50マン

文書4 1252. Rabīʿ II
(1836.7/8) 1000トマン 200トマンを加増 内訳なし

文書5 1254. Rabīʿ II
(1838.6/7) 2000トマン 1000トマン加増 内訳なし

文書6 1255 Jomādī I
(1839.7/8) 2500トマン 500トマン加増

2500トマンのうち約1909トマンをトユー

ルとして受領。約591トマンをアルヴァナ

クの税収から受領せよ

文書9 1255. Ẕī ḥejje
(1840.2/3) 2500トマン 文書6の確認

1956トマン4500ディーナールを村々（ト

ユール対象）の地税から、543トマン5500
ディーナールをシャベスタルとタスー
ジュ（いずれもアルヴァナク地方）の税
から受領せよ

文書14 1264.Rabīʿ II
(1848.3/4) 内訳に示される

現金3500トマン、現物 穀物115ハル

ヴァール藁115ハルヴァール。妻メフル

ジャハーンの給付金と息子ファトフア
リー2世の俸給も含む

文書16 1265.Jomādī 1
(1849.3/4) 内訳に示される トユールの再下賜

2950トマン。妻メフルジャハーン分も含

む

文書17 1268. Jomādī I
(1852.2/3) 1500トマン トユールの継承 雑税（rosūmāt）を差し引いて1320トマン

文書18 1269. Jomādī I
(1853.2/3) 内訳に示される

現金1946トマンと現物 穀物52トマン7マ
ン20スィール、藁37ハルヴァール92マン

（母メフルジャハーンへの給付金616トマ

ン含む）

（以下ファトフアリー2世

（表２）ボユク・ハーンとファトフアリー２世の俸給の変遷
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ル
ヴ
ァ
ナ
ク
地
方
の
税 （m

otavajjehāt-e dehāt-e m
ofaṣṣale va m

āliyāt-e m
aḥāl-e A

rvanaq

）
か
ら
取
得
し
﹂

　

以
上
の
引
用
に
よ
れ
ば
︑
税
収
下
賜
関
連
文
書
１
︑
２
︑
３
で
は
︑
俸
給
（
給
付
金
）
は
︑
自
身
の
私
有
地
に
対
す
る
地
税
か
ら
取
得
す
る

仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
素
直
に
読
み
取
れ
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
税
収
下
賜
関
連
文
書
６
（
の
後
半
部
分
）
と
税
収
下
賜
関
連
文
書
９

で
は
︑
や
や
分
か
り
に
く
い
表
現
の
羅
列
に
な
っ
て
い
る
︒
そ
こ
で
︑
文
書
の
内
訳
部
分
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
妥
当
な
解
釈
を
導

き
出
し
た
い
︒

　

税
収
下
賜
関
連
文
書
６
︑
９
の
内
訳
を
分
析
す
る
と
︑
自
身
の
私
有
地
で
あ
る
ト
ユ
ー
ル
対
象
地
か
ら
自
ら
取
得
す
る
税
収
が
﹁
詳
述
し
た

村
々
の
地
税
﹂
で
あ
り
︑
私
有
地
以
外
か
ら
取
得
す
る
税
収
が
﹁
ア
ル
ヴ
ァ
ナ
ク
﹇
地
方
﹈
の
税
﹂
に
該
当
す
る
こ
と
が
分
か
る
（
た
だ
し
文

書
６
は
ほ
か
の
地
方
総
督
発
給
文
書
と
異
な
りm

otavajjehāt

とm
āliyāt

を
別
記
し
て
い
な
い
︒
君
主
の
勅
令
な
の
で
︑
こ
の
点
は
大
ま
か

に
記
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
）︒
特
に
︑
税
収
下
賜
関
連
文
書
６
に
見
ら
れ
る
︑﹁
前
記
の
御
方
に
送
付
し
﹂
と
い
う
表
現
は
︑
ボ
ユ
ク
自
身

が
徴
収
す
る
の
で
は
な
く
︑
地
方
行
政
府
か
ら
税
額
分
を
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
︒
内
訳
で
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
︒

　
（
税
収
下
賜
関
連
文
書
６
）

　
﹁
毎
年
ア
ル
ヴ
ァ
ナ
ク
地
方
の
税
（m

āliyāt

）
か
ら
取
得
せ
よ
：
五
九
〇
ト
マ
ン
九
三
五
〇
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
﹂

　
（
税
収
下
賜
関
連
文
書
９
）

　
﹁
毎
年
シ
ャ
ベ
ス
タ
ル
と
タ
ス
ー
ジ
ュ
の
税
（m

āliyāt

）
か
ら
取
得
せ
よ
：
五
四
一
ト
マ
ン
五
五
〇
〇 

デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
﹂

　

税
収
下
賜
関
連
文
書
６
の
内
訳
で
は
︑﹁
詳
述
し
た
村
々
﹂
か
ら
の
税
収
を
︑﹁
給
付
金
に
代
え
て
の
ト
ユ
ー
ル
﹂
と
呼
ぶ
の
に
対
し
て
︑
こ

の
ア
ル
ヴ
ァ
ナ
ク
か
ら
の
税
収
部
分
は
︑﹁
ト
ユ
ー
ル
﹂
と
は
呼
ば
れ
て
い
な
い
︒
つ
ま
り
厳
密
に
は
︑
俸
給
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
経
済
的

恩
恵
全
体
を
﹁
ト
ユ
ー
ル
﹂
と
し
て
安
易
に
一
括
り
に
し
な
い
方
が
妥
当
か
も
し
れ
な
い
︒
た
だ
し
︑
文
書
の
本
文
の
記
述
で
は
区
別
が
曖
昧

で
あ
る
た
め
︑
と
り
あ
え
ず
こ
の
点
に
は
こ
れ
以
上
踏
み
込
ま
な
い
こ
と
に
し
よ
う
︒

　

次
に
︑
税
収
下
賜
関
連
文
書
６
︑
９
で
は
︑﹁
詳
述
し
た
村
々
﹂
と
表
現
さ
れ
て
い
る
︑
自
ら
地
税
（
文
書
６
で
は
﹁
税
﹂）
取
得
す
る
よ
う
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に
定
め
ら
れ
て
い
る
村
を
具
体
的
に
示
す
︒
こ
れ
ら
の
村
は
︑
税
収
下
賜
関
連
文
書
１
︑
２
︑

３
で
は
﹁
私
有
地
（am

lāk

）﹂
と
表
現
さ
れ
て
い
る
︒
個
々
の
村
名
と
そ
の
村
に
課
さ
れ
て

い
る
税
額
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
文
書
は
︑
税
収
下
賜
関
連
文
書
２
（
一
二
五
一
年
勅
令
控
）︑

３
︑
14
︑
16
︑
18
で
あ
る
（
11
（

︒
俸
給
・
給
付
金
額
が
と
り
わ
け
多
い
税
収
下
賜
関
連
文
書
14
は

例
外
と
み
な
し
て
除
外
す
る
（
11
（

︒
モ
ハ
ン
マ
ド
・
シ
ャ
ー
治
世
の
初
期
に
下
さ
れ
た
税
収
下
賜

関
連
文
書
２
︑
３
で
は
ボ
ユ
ク
の
俸
給
額
は
八
〇
〇
ト
マ
ン
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
が
︑
ナ
ー
セ

ロ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
シ
ャ
ー
即
位
後
の
一
八
四
九
年
に
発
給
さ
れ
た
税
収
下
賜
関
連
文
書
16
に

お
い
て
は
︑
ボ
ユ
ク
の
俸
給
額
は
二
二
五
〇
ト
マ
ン
に
増
加
し
て
い
る
︒
税
収
下
賜
関
連
文

書
２
︑
３
と
文
書
16
の
間
で
は
︑
俸
給
額
は
増
加
し
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
理
解
で
き
る
が
︑

一
方
で
︑
俸
給
の
代
わ
り
と
な
る
税
収
下
賜
対
象
村
は
︑
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
︒
既
出
の
税
収
下
賜
関
連
文
書
２
（
一
二
五
一
年
勅
令
控
）
に
見
ら
れ
る
村
と
︑
税

収
下
賜
関
連
文
書
16
に
見
ら
れ
る
村
を
比
較
し
て
み
よ
う
（
表
３
）︒

　

両
文
書
を
見
る
限
り
︑
税
収
下
賜
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
村
に
さ
ほ
ど
大
き
な
変
化
は
な

い
︒
ま
た
詳
細
に
踏
み
込
ま
な
い
が
︑
個
々
の
村
か
ら
徴
収
を
許
さ
れ
て
い
る
地
税
の
額
に

も
ほ
と
ん
ど
変
化
が
な
い
（
11
（

︒
こ
こ
で
︑
ボ
ユ
ク
が
亡
父
か
ら
生
前
︑
死
後
に
亘
っ
て
取
得
し

た
財
産
と
照
合
し
て
み
た
い
︒
本
稿
の
第
一
章
第
二
節
で
既
に
﹁
一
二
五
一
年
勅
令
控
﹂（
税

収
下
賜
関
連
文
書
２
）
と
の
照
合
を
大
ま
か
に
済
ま
せ
て
い
る
の
だ
が
︑
改
め
て
検
討
し
よ

う
︒
以
下
︑
ボ
ユ
ク
・
ハ
ー
ン
が
購
入
お
よ
び
父
フ
ァ
ト
フ
ア
リ
ー
・
ベ
グ
か
ら
の
贈
与
や

相
続
に
よ
っ
て
︑
一
八
三
七
年
ま
で
に
取
得
し
た
農
村
を
示
し
て
お
こ
う
（
11
（

（
表
４
）︒
両
文
書

税収下賜関連文書２（1251年勅令控）

税収下賜関連１６（ナーセロッディーン・シャーによるトユール再下賜）

・アルヴァナク地方の私有地
　　スィース村、コンドル村、アミールザカリヤー村、ダルヴィーシュバッカール村、
　　アリーアクバル枝村、ゼナーブ村、ベイゴムジャハーンハーノム村、マレクザーデ枝村、
　　アハル村？、その他 ？
・バドゥースターン地方の私有地
　  ビールヴェルディー村、アブドルジャッバール村、ジーケ枝村、シャーサヴァールルー枝村
・ヴァイダフル地方のエスフェンジャーン村 ・ルードカート地方のアマンド村半分
・カラーモルク枝村の私有地 ・ウージャーン地方のオグーラーバード村

・タブリーズ[近郊]の村々
　　エスフェンジャーン村、アルカランディース村、アマンド村、カラーモルク村
・アルヴァナクその他
　　スィース村、コンドル村、ダルヴィーシュバッカール村、シェンダーバード村、ティール村
    オグーラーバード村、ビールヴェルディー村、サラーブ地方のラーズリーク村
    ギャルムルード地方のキャヒーラーン村

（表３）税収下賜関連文書に見られるトユールが下賜されている私有地一覧
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の
内
訳
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
村
に
下
線
を
引
い
た
︒

　

こ
の
一
覧
を
ト
ユ
ー
ル
対
象
地
と
照
合
す
る
と
︑﹁
シ
ェ
ン
ダ
ー
バ
ー
ド
村
︑

テ
ィ
ー
ル
村
︑
ウ
ー
ジ
ャ
ー
ン
地
方
の
オ
グ
ー
ラ
ー
バ
ー
ド
村
︑
サ
ラ
ー
ブ
地
方
の

ラ
ー
ズ
リ
ー
ク
村
︑
ギ
ャ
ル
ム
ル
ー
ド
地
方
の
キ
ャ
ヒ
ー
ラ
ー
ン
村
﹂
と
︑
一
八
三

六
年
の
共
有
財
産
の
分
割
に
際
し
て
弟
ク
ー
チ
ェ
ク
に
与
え
た
﹁
ア
ブ
ド
ル
ジ
ャ
ッ

バ
ー
ル
村
︑
コ
ン
ド
ル
村
﹂
を
除
く
と
︑
ト
ユ
ー
ル
対
象
地
は
ボ
ユ
ク
の
保
有
下
に

あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
︒
弟
に
こ
の
二
村
を
与
え
た
の
は
︑
税
収
下
賜
関
連
文

書
２
（
一
二
五
一
年
勅
令
控
）
の
発
給
よ
り
後
日
に
あ
た
り
︑
当
該
の
税
収
下
賜
関

連
文
書
２
が
発
給
さ
れ
た
時
点
で
は
︑
ボ
ユ
ク
の
保
有
下
に
あ
っ
た
︒
し
た
が
っ

て
︑
当
該
文
書
に
お
い
て
は
オ
グ
ー
ラ
ー
バ
ー
ド
村
な
ど
四
村
を
除
け
ば
︑
ト
ユ
ー

ル
授
与
対
象
地
は
彼
が
保
有
す
る
私
有
地
と
一
致
す
る
︒
税
収
下
賜
関
連
文
書
16
で

も
︑
シ
ェ
ン
ダ
ー
バ
ー
ド
村
等
五
村
と
弟
に
譲
っ
た
コ
ン
ド
ル
村
の
併
せ
て
六
村
を

除
く
﹁
ト
ユ
ー
ル
対
象
村
﹂
は
︑
み
な
ボ
ユ
ク
の
私
有
地
で
も
あ
っ
た
︒
た
だ
し
︑

私
有
地
の
な
か
に
は
ト
ユ
ー
ル
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
村
も
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る

必
要
が
あ
る
︒

　

加
え
て
興
味
深
い
こ
と
に
︑
拙
著
で
も
取
り
上
げ
た
﹁
フ
ァ
ト
フ
ア
リ
ー
２
世
の

財
産
目
録
（
11
（

﹂
の
﹁
私
有
地
も
有
す
る
ト
ユ
ー
ル
対
象
村
﹂
と
い
う
項
目
に
︑
オ
グ
ー

ラ
ー
バ
ー
ド
村
と
ラ
ー
ズ
リ
ー
ク
村
が
確
認
で
き
る
（
11
（

︒
つ
ま
り
こ
れ
ら
二
村
は
︑
少

な
く
と
も
約
半
世
紀
に
亘
っ
て
ナ
ジ
ャ
フ
コ
リ
ー
・
ハ
ー
ン
家
の
ト
ユ
ー
ル
と
し
て

＊ボユク・ハーンがファトフアリー・ベグから贈与・相続によって取得した農村

・タブリーズ近郊
エスフェンジャーン村 (6d.)、アルカランディース (3d.)、アマンド村 (3.5d.)
カラーモルク・ファフロッディーン・アフマド枝村 (2d.)

・アルヴァナク地方
スィース村 (3d.)、 アミールザカリヤー村 (6d.) 、マレクザーデ枝村 (6d.)
ベイグジェハーノム枝村 と カーズィー・アブドッラティーフェ枝村(6d.) 、
ズィーナーブ（ゼナーブ）枝村 (3d.)

・バドゥースターン地方
ビールヴェルディー村 (3.25d.) 、ジーケ村 (3d.)、 シャーサヴァールルー村 (3d.) 、
イェンゲジェ枝村 (6d.) 、バーダルケ枝村 (6d.)

・タブリーズ南
バーダームヤール村(3d.) 、ガーヴカーン村 (1d.)

・不明
アークディーザジュ村 (2/3 = 4d.)、サラーバード？枝村（半分）、

ガムチー村、フェルーラク村 (2d.)、ディーザジェ・ゴラームアリー村 (4d.)
＊ボユク・ハーンが購入した農村

ダルヴィーシュバッカール村 (6d.) 、（スィース村 (3d.): 長期賃貸借）

（表４）ボユク・ハーンが一八三七年までに取得していた農村（d.= ダーング）
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代
々
引
き
継
が
れ
︑
地
税
の
徴
収
を
許
可
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
二
村
の
ほ
か
に
︑
財
産
目
録
の
ト
ユ
ー
ル
対
象
村
の

項
目
に
﹁
ア
ル
カ
ラ
ン
デ
ィ
ー
ス
村
︑
エ
ス
フ
ェ
ン
ジ
ャ
ー
ン
村
︑
ズ
ィ
ー
ナ
ー
ブ
村
﹂
も
挙
げ
ら
れ
て
お
り
︑
税
収
下
賜
関
連
文
書
１
と
２

に
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
ず
つ
見
出
せ
る
︒
こ
う
し
た
傾
向
が
他
の
ト
ユ
ー
ル
保
有
者
の
ト
ユ
ー
ル
対
象
地
に
も
見
ら
れ
た
な
ら
︑
保
有
者
と
ト
ユ
ー

ル
対
象
地
と
の
結
び
つ
き
が
強
ま
り
︑
私
有
地
と
の
区
別
が
曖
昧
に
な
っ
た
と
し
て
も
納
得
で
き
る
︒
し
か
し
︑
所
有
す
る
私
有
地
以
外
に
付

与
さ
れ
た
ト
ユ
ー
ル
対
象
地
は
︑
容
易
に
変
更
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
え
た
点
に
は
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
1（
（

︒

　

以
上
の
考
察
か
ら
︑
ト
ユ
ー
ル
の
対
象
と
さ
れ
た
農
村
の
約
半
数
が
︑
ボ
ユ
ク
が
保
有
す
る
私
有
地
で
あ
り
︑
さ
ら
に
ト
ユ
ー
ル
対
象
地
が

固
定
化
し
て
い
る
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
た
だ
し
︑
私
有
地
の
全
て
が
ト
ユ
ー
ル
対
象
地
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
ボ
ユ
ク
は
よ

り
多
く
の
財
産
を
有
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
全
私
有
地
＝
ト
ユ
ー
ル
対
象
地
と
い
う
構
造
に
は
な
い
こ
と
に
は
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
︒

第
二
節 「
不
入
」
の
権
利

　

モ
ハ
ン
マ
ド
・
シ
ャ
ー
治
世
末
期
以
降
（
税
収
下
賜
関
連
文
書
14
以
降
）︑
ナ
ジ
ャ
フ
コ
リ
ー
・
ハ
ー
ン
家
に
与
え
ら
れ
て
い
た
ト
ユ
ー
ル

対
象
地
に
権
限
上
の
変
化
が
発
生
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
す
な
わ
ち
そ
の
時
期
以
降
︑
官
吏
・
徴
税
吏
の
干
渉
・
関
与
を
制
限
す
る
権
利
︑
い

わ
ゆ
る
﹁
不
入
﹂
の
権
利
を
得
た
の
で
あ
る
︒

　

ト
ユ
ー
ル
と
し
て
の
税
収
下
賜
に
は
︑
当
初
か
ら
自
身
で
徴
税
す
る
権
利
が
確
認
で
き
る
（
一
二
五
一
勅
令
控
す
な
わ
ち
税
収
下
賜
関
連
文

書
２
）︒
税
収
下
賜
関
連
文
書
14
に
先
行
す
る
文
書
に
見
ら
れ
る
表
現
と
し
て
は
︑﹁
徴
収
し
﹂
や
﹁
取
得
し
﹂
と
い
う
よ
う
に
︑
自
身
で
徴
収

す
る
権
利
が
与
え
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
︒
税
収
下
賜
関
連
文
書
３
（
一
八
三
六
年
六
／
七
月
付
）
に
お
い
て
は
︑﹁
何
人
も
干
渉
や

占
有
し
て
は
な
ら
ず
（aḥadī dakhl va taṣarrof na-karde

）﹂
と
い
う
語
句
が
文
書
の
末
尾
に
見
ら
れ
︑
自
身
に
よ
る
徴
収
権
を
超
え
て
︑
第

三
者
の
関
与
を
拒
む
権
利
を
有
し
た
可
能
性
を
見
出
せ
る
︒
税
収
下
賜
関
連
文
書
14
（
一
八
四
八
年
三
／
四
月
発
給
）
に
︑
よ
り
具
体
的
に
︑
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手
形
振
出
（ḥavāle

）
の
禁
止
・
停
止
が
指
示
さ
れ
て
お
り
︑
こ
の
文
書
以
降
は
頻
出
す
る
（
税
収
下
賜
関
連
文
書
14
︑
16
︑
18
）︒
以
下
で

は
︑
該
当
す
る
税
収
下
賜
関
連
文
書
14
︑
16
︑
18
か
ら
︑
こ
う
し
た
他
者
の
関
与
を
制
限
す
る
表
現
の
箇
所
を
引
用
し
︑
そ
の
文
言
の
意
味
を

説
明
す
る
︒
そ
こ
か
ら
︑
ボ
ユ
ク
の
ト
ユ
ー
ル
対
象
地
に
︑
事
実
上
の
﹁
不
入
﹂
の
権
利
（
徴
税
の
た
め
の
立
入
禁
止
）
が
付
与
さ
れ
た
と
い

う
解
釈
を
導
き
出
し
た
い）

42
（

︒

　
（
税
収
下
賜
関
連
文
書
14
）
一
八
四
八
年
三
／
四
月
（
一
二
六
四
年
ラ
ビ
ー
Ⅱ
月
）
付

 

記
述
さ
れ
た
土
地
の
知
事
・
徴
税
吏
た
ち
は
︑
今
年
よ
り
︑
頭
髪
一
本
で
も
﹇
同
地
の
税
収
の
﹈
手
形
を
振
り
出
し
て
は
な
ら
ず
（ḥavāle 

na-nam
āyand

）︑
か
の
御
方
に
属
す
る
当
該
地
域
に
関
し
て
︑
誤
っ
て
命
令
書
（m

anshūr va ḥokm
ī

）
が
栄
誉
あ
る
御
前
か
ら
発
給
さ

れ
た
と
し
て
も
︑
決
し
て
何
人
も
受
け
取
っ
て
は
な
ら
な
い
︒

　
（
税
収
下
賜
関
連
文
書
16
）
一
八
四
九
年
三
／
四
月
（
一
二
六
五
年
ジ
ョ
マ
ー
デ
ィ
ー
Ⅰ
月
）
付

�

ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
の
徴
税
吏
（m

obāsherīn

）
は
決
し
て
そ
の
地
に
干
渉
せ
ず
（m

odākhele be ānhā na-karde

）︑﹇
税
収
の
﹈
手
形

を
振
り
出
し
た
り
︑﹇
税
収
を
﹈
割
り
付
け
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
（ḥavāle va eṭlāq na-nam

āyad

）︒

　
（
税
収
下
賜
関
連
文
書
18
）
一
八
五
三
年
二
／
三
月
（
一
二
六
九
年
ジ
ョ
マ
ー
デ
ィ
ー
Ⅰ
月
）
付

�

ア
ル
ヴ
ァ
ナ
ク
︑
ア
ン
ザ
ー
ブ
︑
ギ
ャ
ル
ム
ル
ー
ド
︑
ハ
ー
ノ
ム
ル
ー
ド
︑
タ
ブ
リ
ー
ズ
の
知
事
・
徴
税
吏
た
ち
は
︑
文
書
中
詳
述
し
た

村
々
を
前
記
の
御
方
の
ト
ユ
ー
ル
に
移
管
さ
れ
た
も
の
と
認
識
し
︑
手
形
振
出
を
停
止
し
︑
税
の
余
剰
分
（eżāfe-ye m

āliyāt

）
を
直
接

（dastī

）
請
求
し
受
領
せ
よ
︒

　

ま
ず
３
通
に
共
通
し
て
い
る
の
は
︑﹁
手
形
振
出
の
禁
止
・
停
止
﹂
で
あ
る
︒
こ
れ
は
﹁
第
三
者
の
給
付
金
・
俸
給
﹂
を
（
一
部
で
も
）
ボ

ユ
ク
の
ト
ユ
ー
ル
対
象
地
の
税
収
に
設
定
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
︒
つ
ま
り
︑
ボ
ユ
ク
が
ト
ユ
ー
ル
対
象
地
に
対
し
て
持
っ
て
い
た
権
利
が

強
化
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
︒
ト
ユ
ー
ル
と
し
て
与
え
ら
れ
る
俸
給
以
上
の
残
金
等
は
︑
ボ
ユ
ク
が
政
府
に
直
接
支
払
う
仕
組
み
に

な
っ
て
い
た
︒
税
収
下
賜
関
連
文
書
14
以
前
に
発
給
さ
れ
た
税
収
下
賜
関
連
文
書
９
（
一
八
四
〇
年
二
／
三
月
付
）
に
お
い
て
は
︑
上
記
の
よ
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う
な
手
形
振
出
停
止
の
表
現
は
見
ら
れ
な
い
︒
税
収
下
賜
関
連
文
書
14
に
お
い
て
は
︑
手
形
振
出
停
止
・
禁
止
に
留
ま
る
が
︑
税
収
下
賜
関
連

文
書
16
に
は
︑
村
々
へ
の
﹁
不
入
﹂
の
指
示
も
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
︑
よ
り
具
体
的
に
ト
ユ
ー
ル
対
象
地
へ
の
排
他
的
な
権
利
が
強
化
さ
れ
た

こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
︒

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
︑
税
収
下
賜
関
連
文
書
18
に
お
い
て
︑（
徴
税
吏
に
宛
て
て
）﹁
税
の
余
剰
分
を
直
接
請
求
し
受
領
せ
よ
﹂
と
記
さ

れ
て
い
る
点
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
ト
ユ
ー
ル
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
農
村
等
の
税
額
が
俸
給
・
給
付
金
額
よ
り
多
い
場
合
︑
そ
の
差
額
は
︑
ト

ユ
ー
ル
保
有
者
自
身
か
ら
行
政
府
に
直
接
支
払
わ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
︒
そ
れ
は
同
時
に
︑
余
剰
分
を
徴
収
す
る
た
め
に
徴
税
吏
ら
が
当
該

ト
ユ
ー
ル
対
象
地
に
立
ち
入
る
こ
と
を
制
限
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒

　

こ
う
し
た
税
務
に
関
す
る
手
続
き
の
変
化
は
︑
実
は
ス
ィ
ヤ
ー
ク
体
で
書
か
れ
た
内
訳
を
分
析
す
る
こ
と
で
具
体
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
で

き
る
︒
確
か
に
ト
ユ
ー
ル
保
有
者
が
余
剰
分
を
直
接
政
庁
に
支
払
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒
税
収
下
賜
関
連
文
書
14
︑
16
︑
18
の
内
訳
の
末
尾

を
確
認
す
る
と
︑
以
下
の
文
言
が
あ
り
︑
税
収
下
賜
関
連
文
書
16
︑
18
に
は
︑
具
体
的
な
金
額
・
現
物
額
が
記
入
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　
（
税
収
下
賜
関
連
文
書
14
）

 

毎
年
政
庁
に
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
（m

ī-bāyad har sāle be-dīvān be-dehad

）：
空
白（11
（

　
（
税
収
下
賜
関
連
文
書
16
）

 

毎
年
政
庁
に
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
：
現
金
一
八
〇
ト
マ
ン
一
八
〇
〇
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

現
物 

穀
物
四
六
ハ
ル
ヴ
ァ
ー
ル
六
五
マ
ン 

藁
五
〇
ハ
ル
ヴ
ァ
ー
ル

　
（
税
収
下
賜
関
連
文
書
18
）

 

政
庁
に
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
：
四
四
七
ト
マ
ン
一
七
八
八
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル

　

こ
の
﹁
政
庁
に
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
﹂
額
は
︑
ト
ユ
ー
ル
対
象
地
な
ど
か
ら
の
税
収
総
額
と
実
際
の
ボ
ユ
ク
ら
の
俸
給
額
を
差
し
引
い
た

余
剰
分
に
あ
た
る
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
ト
ユ
ー
ル
対
象
地
か
ら
の
税
収
額
が
俸
給
よ
り
多
い
場
合
は
︑
保
有
者
で
あ
る
ボ
ユ
ク
は
政
庁
に
対
し
て
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直
接
差
額
（
余
剰
分
）
を
支
払
う
義
務
を
負
っ
て
い
た
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
税
収
下
賜
関
連
文
書
14
の
内
訳
を
観
察
す
る
と
︑
既

に
こ
の
時
点
で
は
︑
ボ
ユ
ク
が
余
剰
分
を
直
接
政
庁
に
支
払
う
仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
︒
も
ち
ろ
ん
︑
こ
れ
以
前
の
税
収
下
賜
関
連
文
書
の
内

訳
に
は
︑
こ
う
し
た
文
言
や
計
算
は
一
切
な
い
︒
こ
の
よ
う
に
ス
ィ
ヤ
ー
ク
で
記
さ
れ
た
内
訳
を
分
析
す
る
と
︑
多
様
な
解
釈
を
可
能
と
す
る

勅
令
や
命
令
書
の
本
文
の
意
味
を
正
し
く
把
捉
で
き
る
の
と
同
時
に
︑
本
文
内
容
を
補
完
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒
筆
者
は
︑﹁
干
渉

せ
ず
﹂
と
い
う
文
言
が
な
く
て
も
︑
ト
ユ
ー
ル
対
象
地
に
対
す
る
手
形
振
出
の
禁
止
と
︑
ト
ユ
ー
ル
保
有
者
が
余
剰
分
を
直
接
支
払
う
仕
組
み

が
成
立
し
た
こ
と
を
も
っ
て
︑
す
な
わ
ち
本
事
例
で
は
一
八
四
八
年
の
税
収
下
賜
関
連
文
書
14
発
給
以
降
︑
ナ
ジ
ャ
フ
コ
リ
ー
・
ハ
ー
ン
家
の

ト
ユ
ー
ル
対
象
地
に
﹁
不
入
﹂
の
権
利
が
付
与
さ
れ
た
と
解
釈
し
た
い
︒

　

ナ
ジ
ャ
フ
コ
リ
ー
・
ハ
ー
ン
家
の
事
例
で
確
認
で
き
る
範
囲
に
限
れ
ば
︑
こ
う
し
た
﹁
不
入
﹂
の
権
利
が
付
与
さ
れ
た
の
は
︑
モ
ハ
ン
マ

ド
・
シ
ャ
ー
治
世
末
期
に
遡
る
︒
た
だ
し
︑
カ
ー
ジ
ャ
ー
ル
朝
期
に
お
い
て
︑﹁
不
入
﹂
の
権
利
の
付
与
は
そ
れ
以
前
に
も
見
ら
れ
る
︒
た
と

え
ば
ソ
ト
ゥ
ー
デ
が
紹
介
す
る
一
八
一
四
年
一
〇
／
十
一
月
（
一
二
二
九
年
ズ
ィ
ー
カ
ア
デ
月
）
付
の
マ
ー
ザ
ン
ダ
ラ
ー
ン
総
督
モ
ハ
ン
マ
ド

コ
リ
ー
・
ミ
ー
ル
ザ
ー
の
命
令
書
に
お
い
て
︑﹁
臨
時
税
（ʿavāreżāt

）︑
通
行
税
？
（ṣāderiyāt

）︑
税
（m

āliyāt

）︑
そ
の
他
に
関
し
て
︑
政

庁
が
手
形
振
出
を
免
除
し
﹂
と
い
う
徴
税
業
務
の
全
面
的
移
管
︑
す
な
わ
ち
土
地
へ
の
﹁
不
入
﹂
の
権
利
の
付
与
を
示
唆
す
る
表
現
が
み
ら
れ

る
（
11
（

︒
た
だ
し
︑
こ
の
文
書
に
は
内
訳
は
記
さ
れ
ず
︑
本
文
の
み
で
あ
る
た
め
︑
具
体
的
な
税
制
上
の
仕
組
み
は
不
明
で
あ
る
︒

　

命
令
書
・
勅
令
の
文
書
本
文
で
︑﹁
手
形
を
振
り
出
し
て
は
な
ら
な
い
﹂
と
い
う
文
言
が
あ
り
︑
内
訳
に
お
い
て
﹁
政
庁
に
支
払
わ
ね
ば
な

ら
な
い
﹂
に
類
す
る
文
言
が
あ
る
文
書
は
︑
筆
者
の
調
査
の
範
囲
で
は
︑
モ
ハ
ン
マ
ド
・
シ
ャ
ー
治
世
前
半
に
は
既
に
見
ら
れ
る
︒
た
と
え
ば

フ
ァ
ラ
ー
サ
テ
ィ
ー
が
紹
介
す
る
一
八
三
九
年
三
／
四
月
（
一
二
五
五
年
モ
ハ
ッ
ラ
ム
月
）
付
の
勅
令
に
お
い
て
︑
そ
の
内
訳
に
﹁
毎
年
至
高

な
る
政
庁
に
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
：
六
六
ト
マ
ン
六
六
〇
〇
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
﹂
と
い
う
記
述
が
あ
る
（
11
（

︒
つ
ま
り
一
八
三
九
年
の
時
点
で
︑

﹁
不
入
﹂
の
権
利
が
付
与
さ
れ
る
事
例
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
な
お
こ
の
不
入
に
類
似
し
た
権
利
は
︑カ
ー
ジ
ャ
ー
ル
朝
以
前
の
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー

朝
期
に
も
見
ら
れ
る
（
11
（

︒
つ
ま
り
︑﹁
不
入
﹂
の
特
権
は
カ
ー
ジ
ャ
ー
ル
朝
に
新
た
に
成
立
し
た
特
権
と
は
言
え
な
い
（
11
（

︒
ナ
ジ
ャ
フ
コ
リ
ー
・
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ハ
ー
ン
家
に
﹁
不
入
﹂
の
権
利
が
下
賜
さ
れ
た
の
は
︑
ト
ユ
ー
ル
（
ま
た
は
広
く
徴
税
権
）
を
下
賜
さ
れ
て
か
ら
時

間
を
経
て
い
た
︒
し
た
が
っ
て
こ
の
﹁
不
入
﹂
の
特
権
は
︑
少
な
く
と
も
モ
ハ
ン
マ
ド
・
シ
ャ
ー
期
に
お
い
て
︑
ト

ユ
ー
ル
対
象
地
に
一
律
に
付
与
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
︒

　

税
収
下
賜
関
連
文
書
14
と
比
較
す
る
と
︑
税
収
下
賜
関
連
文
書
16
︑
18
に
お
い
て
は
︑﹁
不
入
﹂
と
な
っ
た
ト

ユ
ー
ル
対
象
地
の
税
務
手
続
き
が
簡
素
化
さ
れ
︑
ト
ユ
ー
ル
保
有
者
で
あ
る
ボ
ユ
ク
（
と
フ
ァ
ト
フ
ア
リ
ー
２
世
）

の
対
象
地
へ
の
権
利
が
よ
り
明
確
化
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
具
体
的
に
は
︑
各
農
村
に
対
す
る
歩
兵
と
砲
兵

（sarbāz va tūpchī

）
へ
の
負
担
金
の
有
無
で
あ
る
︒
税
収
下
賜
関
連
文
書
14
に
は
︑
個
々
の
村
に
対
し
て
︑
歩
兵
と

砲
兵
に
対
す
る
負
担
が
課
さ
れ
て
い
た
（
税
収
の
現
金
分
の
約
一
割
か
一
割
半
（
11
（

）︒
そ
れ
に
対
し
て
税
収
下
賜
関
連

文
書
16
に
お
い
て
は
︑
こ
う
し
た
負
担
が
ほ
ぼ
免
除
さ
れ
て
い
る
︒
ナ
ー
セ
ロ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
シ
ャ
ー
期
に
な
り
︑

ボ
ユ
ク
の
俸
給
額
は
減
少
し
た
も
の
の
︑﹁
不
入
﹂
の
権
利
が
よ
り
貫
徹
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ

る
の
で
あ
る
︒

　

ボ
ユ
ク
・
ハ
ー
ン
か
ら
フ
ァ
ト
フ
ア
リ
ー
２
世
へ
の
世
代
交
代
に
伴
う
俸
給
の
世
襲
に
伴
い
︑
そ
の
額
は
約
二
五

〇
〇
ト
マ
ン
か
ら
約
一
五
〇
〇
ト
マ
ン
に
減
少
し
て
い
た
（
11
（

︒
一
方
で
︑
ト
ユ
ー
ル
対
象
地
域
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が

見
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
税
収
下
賜
関
連
文
書
18
に
見
ら
れ
る
ト
ユ
ー
ル
対
象
地
を
提
示
し
︑
ボ
ユ
ク
の
生
前
に

与
え
ら
れ
て
い
た
そ
れ
と
対
比
さ
せ
て
み
よ
う
（
表
５
）︒

　

税
収
下
賜
関
連
文
書
16
の
ト
ユ
ー
ル
対
象
地
と
対
比
さ
せ
る
と
︑
税
収
額
が
多
か
っ
た
シ
ェ
ン
ダ
ー
バ
ー
ド
村
と

テ
ィ
ー
ル
村
が
除
外
さ
れ
︑
代
わ
り
に
ヘ
リ
ー
ス
村
が
編
入
さ
れ
て
い
る
︒
一
方
︑
フ
ァ
ト
フ
ア
リ
ー
２
世
が
有
す

る
私
有
地
に
設
定
さ
れ
て
い
た
ト
ユ
ー
ル
の
対
象
地
に
は
︑
ほ
と
ん
ど
変
化
が
な
く
︑
固
定
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
︒

・タブリーズ近郊
   アルカランディース村、カラーモルク村、アマンド村、エスフェンジャーン村
・アルヴァナク地方とその他
   スィース村（コンドル村、アリーアクバル枝村除く）、ダルヴィーシュバッカール村、
   ヘリース村、ノウジェデフ村、
   ウージャーン地方のオグーラーバード村、ハーノムルード地方のビールヴェルディー村、
   サラーブ地方のラーズリーク、ギャルムルード地方のキャヒーラーン

（表５）ファトフアリー２世に下されたトユール対象地（税収下賜関連文書 18 より）
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税
収
下
賜
関
連
文
書
18
は
フ
ァ
ト
フ
ア
リ
ー
２
世
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
彼
の
ト
ユ
ー
ル
対
象
地
に
も
﹁
不
入
﹂
の
権
利
が
設
定
さ

れ
て
い
た
︒
つ
ま
り
︑
ト
ユ
ー
ル
対
象
地
に
一
旦
設
定
さ
れ
た
﹁
不
入
﹂
の
権
利
は
︑
世
代
を
超
え
て
継
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た

点
を
斟
酌
す
る
と
︑
ト
ユ
ー
ル
は
税
収
の
下
賜
で
あ
る
た
め
︑
世
襲
や
君
主
の
交
代
が
俸
給
の
増
減
を
左
右
す
る
一
方
で
︑﹁
不
入
﹂
の
権
利

は
一
旦
ト
ユ
ー
ル
保
有
者
の
私
有
地
に
設
定
さ
れ
る
と
︑
世
襲
や
君
主
交
代
と
は
関
係
な
く
継
続
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
俸
給
額
が
村
々
に
課

さ
れ
て
い
る
規
定
の
税
収
よ
り
少
な
い
場
合
︑
そ
の
余
剰
分
を
政
府
に
支
払
う
義
務
は
発
生
す
る
が
︑﹁
不
入
﹂
の
権
利
と
そ
の
対
象
地
域
の

範
囲
に
変
化
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
ト
ユ
ー
ル
の
世
襲
と
い
う
現
象
を
考
え
る
場
合
︑
こ
の
﹁
不
入
﹂
の
権
利
の
継
続
性
が
︑
ト
ユ
ー
ル
と

い
う
恩
寵
の
継
続
性
を
担
保
し
て
い
た
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒

お
わ
り
に

　

こ
こ
ま
で
の
考
察
か
ら
︑
ナ
ジ
ャ
フ
コ
リ
ー
・
ハ
ー
ン
家
の
事
例
で
は
︑
ト
ユ
ー
ル
対
象
地
の
多
く
は
自
身
の
私
有
地
で
あ
る
こ
と
︑
ま
た

伝
世
文
書
か
ら
読
み
解
け
る
限
り
で
は
︑
ト
ユ
ー
ル
対
象
地
の
中
核
部
分
は
固
定
化
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
︒
た
だ
し
︑
ボ
ユ
ク
の
事
例

で
は
︑
ト
ユ
ー
ル
は
彼
の
有
す
る
私
有
地
の
一
部
に
付
与
・
設
定
さ
れ
た
に
す
ぎ
ず
︑
税
収
下
賜
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
私
有
地
も
存
在
し

た
こ
と
に
は
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
モ
ハ
ン
マ
ド
・
シ
ャ
ー
の
治
世
の
末
期
に
︑
こ
の
家
の
ト
ユ
ー
ル
対
象
地
に
﹁
不
入
﹂
の
権

利
が
付
与
さ
れ
た
こ
と
を
︑
税
収
下
賜
関
連
文
書
本
文
の
記
述
か
ら
見
出
し
︑
ま
た
税
務
の
内
訳
か
ら
も
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
た
︒
こ
の
ナ

ジ
ャ
フ
コ
リ
ー
・
ハ
ー
ン
家
の
事
例
を
敷
衍
す
る
と
︑
ト
ユ
ー
ル
と
い
う
言
葉
で
表
さ
れ
︑
王
朝
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
る
経
済
的
恩
恵
の
実
態

は
︑﹁
一
定
額
の
税
収
下
賜
﹂
と
い
う
基
本
的
要
素
の
上
に
︑
個
別
に
時
々
の
状
況
に
応
じ
て
︑
さ
ら
に
随
意
の
権
利
が
付
与
さ
れ
た
こ
と
が

読
み
取
れ
る
︒﹁
不
入
﹂
の
権
利
に
し
て
も
︑
ト
ユ
ー
ル
保
有
者
に
画
一
的
に
付
与
さ
れ
た
わ
け
で
な
か
っ
た
︒
ラ
ム
ト
ン
も
指
摘
し
て
い
る

通
り
︑
こ
う
し
た
﹁
多
様
性
﹂
が
ト
ユ
ー
ル
の
特
徴
で
あ
り
︑
様
々
な
経
済
的
な
恩
恵
︑
税
務
上
の
特
権
の
付
与
が
包
括
的
に
ト
ユ
ー
ル
と
呼
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ば
れ
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
（
11
（

︒
そ
の
な
か
で
特
に
注
目
す
べ
き
点
と
は
︑﹁
ト
ユ
ー
ル
の
世
襲
﹂
が
︑
俸
給
等
の
金
額
の
継
続
で
は
な
く
︑
私
有

地
に
設
定
さ
れ
た
﹁
不
入
﹂
の
権
利
の
継
続
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
（﹁
不
入
﹂
の
権
利
を
得
て
い
た
こ
と
が
前
提
と
な
る
が
）︒

こ
の
こ
と
は
︑
ト
ユ
ー
ル
保
有
者
で
あ
る
有
力
者
が
︑﹁
不
入
﹂
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
私
有
地
を
︑
可
能
な
限
り
自
己
の
所
有
下
・
保
有
下

に
確
保
し
よ
う
と
す
る
動
機
に
も
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
一
八
七
五
年
フ
ァ
ト
フ
ア
リ
ー
２
世
が
死
去
し
︑
彼
の
相
続
に
際
し
︑
遺
言
指
定
管

財
人
で
あ
る
メ
フ
ル
ジ
ャ
ハ
ー
ン
が
︑﹁
私
有
地
も
有
す
る
ト
ユ
ー
ル
対
象
地
﹂
を
故
人
の
後
継
者
で
あ
る
ホ
セ
イ
ン
コ
リ
ー
・
ハ
ー
ン
に
分

配
し
た
こ
と
も
（
1（
（

︑
こ
う
し
た
志
向
の
証
左
と
な
ろ
う
︒

　

本
稿
の
事
例
を
も
と
に
考
え
を
深
め
れ
ば
︑
中
央
政
権
か
ら
ト
ユ
ー
ル
下
賜
に
伴
う
不
入
の
権
利
を
得
て
い
る
私
有
地
を
保
有
し
続
け
よ
う

と
す
る
動
機
を
推
定
で
き
る
︒
つ
ま
り
土
地
行
政
（
ト
ユ
ー
ル
下
賜
）
と
有
力
者
に
よ
る
私
有
地
保
有
の
継
続
に
関
連
性
を
読
み
取
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
︒
実
際
に
モ
ハ
ン
マ
ド
・
シ
ャ
ー
期
一
八
三
〇
年
代
に
見
ら
れ
た
ト
ユ
ー
ル
対
象
村
が
フ
ァ
ト
フ
ア
リ
ー
２
世
死
去
（
一
八

七
五
年
）
の
後
ま
で
継
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
︑
こ
の
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
︒

　

付
言
す
る
と
︑
拙
著
で
考
察
し
た
一
二
九
三
年
子
年
帳
簿
（
ホ
セ
イ
ン
コ
リ
ー
・
ハ
ー
ン
・
ベ
グ
ラ
ル
ベ
ギ
閣
下
の
課
税
さ
れ
た
村
々
に
関

す
る
子
年
の
税
収
支
見
積
帳
簿[ A
snād-e M

ellī: 2960-12334]

）
や
一
三
〇
七
年
寅
年
帳
簿
（
ホ
セ
イ
ン
コ
リ
ー
・
ハ
ー
ン
・
ベ
グ
ラ
ル
ベ

ギ
閣
下
の
課
税
さ
れ
た
私
有
地
の
寅
年
の
税
収
支
決
算
帳
簿[A

snād-e M
ellī: 2960-10304]

） 

を
見
る
と
︑﹁
不
入
﹂
の
権
利
が
ボ
ユ
ク
の
孫

に
あ
た
る
ホ
セ
イ
ン
コ
リ
ー
の
私
有
地
の
ほ
ぼ
全
体
に
拡
大
し
て
い
た
こ
と
を
推
定
で
き
る
︒
つ
ま
り
︑
行
政
府
は
私
有
地
の
徴
税
業
務
を
そ

の
保
有
者
に
委
ね
︑
徴
税
請
負
を
実
施
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
︑
今
後
検
討
す
べ
き
課
題
と
し
た
い
︒

﹇
附
記
﹈
本
研
究
は
科
研
費
（
一
九
Ｈ
〇
五
〇
三
二
）
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
︒
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no. 1 1245. Ẕī qaʿde (1830.4/5) Asnād-e Mellī: 2960-11336
ボユク・ハーン宛

no. 2 1251. Shavvāl (1836.1/2) Ketābkhāne-ye Mellī: 10246

no. 3 1252. Rabīʿ I (1836.6/7) Asnād-e Mellī: 2960-11336

no. 4 1252. Rabīʿ II (1836.7/8) モハンマド・シャーの勅令 Asnād-e Mellī: 2960-12510

no. 5 1254. Rabīʿ II (1838.6/7) Asnād-e Mellī: 2960-11336
ボユク・ハーン宛

no. 6 1255 Jomādī 1 (1839.7/8) Asnād-e Mellī: 2960-11357

no. 7 1255 Jomādī I(1839.7/8) Asnād-e Mellī: 2960-11363

no. 8 1255. Ẕī ḥejje (1840.2/3) Asnād-e Mellī: 2960-12519

no. 9 1255. Ẕī ḥejje (1840.2/3) Asnād-e Mellī: 2960-12513
ボユク・ハーン宛か？

no. 10 1257.Ṣafar (1841.3/4) Asnād-e Mellī: 2960-12315

文書の内容

・以前からの決定に従い、アゼルバイジャンの税収のうち800トマンをボユクの俸給として与えていたが、当年申年

以後、200トマンを加増する。タブリーズの税収より、前述の額（200トマン）を取得するように。

・アゼルバイジャン総督カフラマーン・ミールザーに、タブリーズの税収から彼に対して支払うように命じる。

文書の内容 1000 トマンをボユク・ハーンの以前の俸給と給付金に加増する。

文書の内容

・ボユク・ハーンの俸給を500トマン加増する（以前は2000トマン）。

従って、毎年、2500トマンを俸給としてアゼルバイジャン州の税収より取得し奉仕するように

・カフラマーン・ミールザーは前記の額を、詳述した村々とアルヴァナク地方の税収から前記のお方に送付し、支
出に充てるようにと命じる
・内訳において、「給付金に代えてのトユール」と記される。

・皇太子アッバース・ミールザーの命令にもとづき、1500トマンはボユクおよびその縁者への給付金であり、自身

の私有地および別の命令書で定められた他の場所の地税が、ボユクに取得されるように。（文書中に内訳の詳細あ
り）。
・ボユクはこの命令書に則って、当年寅年以降、自身の私有地の地税を自身および縁者の給付金として徴収するよ
うに命じる。

文書の内容

・ボユク・ハーンに対して、400トマンであった俸給に400トマンを加増し800トマンとする。

・トユールを授与された自身が保有する私有地の地税から受領し、費用に充て、奉仕に努めるように命じる。そし
て、私有地の政庁への税の残余を、自身の妻で我が妹〔メフルジャハーン〕の給付金として支出するように命じ
る。
・ナーセロッディーン・ミールザーに、文書中に記された土地を、ボユクのトユールとみなすように命じる。

文書の内容

・勅令により、ボユク・ハーンに対し、800トマンの俸給が、彼の私有地への地税の正税と付加税から勘定され拠

出され、また税の残額は給付金として彼の妻に与えられることとなった。
・前年未年以降、彼の土地からの地税は彼その妻への俸給と心付けとして送付され、費用に充てるように命じる。
・何人も、侵害や占拠をしてはならない。その土地の収益を自身で徴収し、私有地の繁栄に努めよ。

カフラマーン・ミールザーの命令書

カフラマーン・ミールザーの命令書

モハンマド・シャーの勅令

カフラマーン・ミールザー宛

文書の内容

・当年鼠年以降、ボユク・ハーンに対して、彼の10, 15のトユールdah pānzdah toyūlāt？（954トマン5325ディーナール）の余剰分

を、その息子、ファトフアリー・ハーンの俸給として与えるので、彼はこれを日々の費用に充て、奉仕に励むよう命じる。
・カフラマーン・ミールザーは、決してアゼルバイジャンの政庁の徴税官が請求せず、彼に対する10, 15の徴税請負として執行

し、勘定するようにと命じる。

カフラマーン・ミールザーの命令書

文書の内容

ナーセロッディーン・ミールザー宛 ?ボユク・ハーン宛？

モハンマド・シャーの勅令

カフラマーン・ミールザーの命令書

ボユク・ハーン宛

モハンマド・シャーの勅令

メフルジャハーン・ハーノム宛？ボユク・ハーン宛？

カフラマーン・ミールザーの命令書

文書の内容

・モハンマド・シャーの命令に従い、王妹であるボユク夫人にアルヴァナク地方のハリールー村に加えて、彼女が
所有し同村に隣接するディーザジェ・デベリーヒー?村を、彼女の給付金として下賜する。

・当年亥年以後、前記2村の地税を、1000トマンの給付金に代えてトユールとして下賜する（トユールから1000トマ

ンの税収）

文書の内容

・王の妹であるボユク・ハーン夫人に対して、ハリールー村に加えて、自身の私有地であるディーザジェ・デベ
リーヒー？村から彼女が徴税したものを、1000トマンの給付金の代わりに下賜する。（つまり2村の税収下賜）

・当年亥年以後、二村の地税とその他の至高なる政庁への税を取得するように。2村ともメフルジャハーンの配下の

占有下にあるため、同村の税収を自身の費用に充てるように。給付金の不足分は、文書中に記した通りに、他の地
域（＝税源maḥall）から取得するように。

・上記２村は、トユールとしてかの御方（メフルジャハーン）に下賜したので、徴税吏・政府役人は対象2村に干

渉してはならぬと命じる。（文書７/Asnād-e Mellī: 2960-11363 　2960-11363の内容再通告）

文書の内容

・同1255年Jomādī Iの勅令 (文書６ 2960-11357) の内容を、当該命令書でも伝える。

・勅令と同様に、2000トマンの俸給に500トマンを加増し、詳述した村々の地税とアルヴァナク地方のシャベスタルとタスージュ

の税 から取得することを命じる。

メフルジャハーン・ハーノム宛？　ボユク・ハーン宛？

ボユク・ハーンおよびファトフアリー2世に対するトユール・税収下賜関連文書

ボユク宛？カフラマーン・ミールザー宛？

カフラマーン・ミールザーの命令書

ボユク宛？カフラマーン・ミールザー宛？

（表１）税収下賜関連文書
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no. 11 1257. Jomādī I (1841.6/7) Asnād-e Mellī: 2960-11344
ボユク・ハーン宛か？

no. 12 1260. Jomādī I (1844.5/6) Asnād-e Mellī: 2960-12509
バフマン・ミールザー宛

no. 13 1262. Ṣafar (1846.1/2) バフマン・ミールザーの命令書 Asnād-e Mellī: 2960-10473

no. 14 1264.Rabīʿ II (1848.3/4) Asnād-e Mellī: 2960-11341

no. 15 1264. Jomādī 1 (1848.4/5) Asnād-e Mellī: 2960-11341

no. 16 1265.Jomādī 1 (1849.3/4) Asnād-e Mellī: 2960-11308
ボユク・ハーン宛か？

no. 17 1268. Jomādī I (1852.2/3) Asnād-e Mellī: 2960-11353

no. 18 1269. Jomādī I (1853.2/3) Asnād-e Mellī: 2960-11332

文書の内容

・勅令により、ファトフアリー・ハーンに俸給として1500トマンが定められた。政庁への税収が記されている

文書中で詳述されている村々を、俸給に代えてトユールとして下賜する。
・当年卯年以後、文書中に示された諸農村をトユールとしてファトフアリー・ハーンに下賜したので、彼は毎年、
その地の税収を受領し費用に充て、また付加分については国庫に納めるように命じる。
・アルヴァナク、アンザーブ、ギャルムルード、ハーノムルード、タブリーズの徴税吏は、文書中詳述した村々
を、前記ファトフアリー・ハーンのトユールに移管されたものと認識し、手形の振出を停止し、税の余剰分を直接

要求し、受領するように命じる。

文書の内容

・文書中に示した地域は以前よりボユクの占有下にあり、内訳通りに政庁の税収を有する。以前同様にこの地域
を、ボユクのトユールとして下賜した。常に彼の配下の占有下にあって、同地の収益を取得し、自身の費用に充て
るように命令する。
・当該地域の知事や徴税吏に、決して同地から手形を替り出さず、また誤って命令書等が発給されたとしても、
誰も受け取ってはならないと命じる。

文書の内容

・勅令にもとづき、文書中に示した地（シェンダーバード村）の収益を税収として取得し、自身への給付金とす
る。
・内訳では、シェンダーバード村の税収1000トマンの内、712トマン5000ディーナールをトユールとして受領するこ

とに（収益から50トマンを減額し、雑税として19トマンを付加。それから、250トマンを兵士と砲兵に充て、また、

アーカー・サイエド・ハサンが6.5トマンを年金？当てるため差し引かれる）

文書の内容

・ボユク・ハーンは父祖代々、長年に亘って王朝に奉仕してきた。その奉仕に報いて、当年酉年（1265年/1849.3月21
日以降）より、彼の俸給に代えて、文書中記されている土地を下賜するので、その土地に対する政庁の税と地税を取
得し、費用に充てることを命じる。

・アゼルバイジャン総督のマレクカーセム・ミールザーに対して、上記の村々をハーン殿への俸給の代わりとして
定めたと了解して、アゼルバイジャンの徴税吏は決してその地に干渉してはならず、［税収の］手形を振り出したり、
［税収を］割り付けたりしてはならないと命じる。
・表高：2950トマン：内訳ボユク本人2250トマン / その妻である我がおば 700トマン

（文書中に詳しい内訳があり、その冒頭「タブリーズ［近郊]とその他の地方の農村からなるトユール」とある。）

文書の内容
・勅令により、ナジャフコリー・ハーンにタブリーズの同業者組合に対する徴税任務を委任する。1000トマンを部屋の支出

（日々の支出の意？）のために定める。

文書の内容

・長年に亘って王朝に貢献してきたボユク・ハーンが最近死去したことを聞き、彼の長年の奉仕に報いるため、息
子ファトフアリー・ハーンに恩寵を授ける。
・翌年子年の一日より（つまり1852.3.21日以降）、故人が委ねられていたアルヴァナク・アンザーブ地方の知事職

を授け、故ハーンに与えていた俸給を下賜する。
・アゼルバイジャンの総督であるハムゼ・ミールザー・ヘシュマトッドウレに、彼を同地方の知事と認識し、上記
の通り俸給を定めるように命じる。
・内訳にある俸給額は1500 －180（雑税）=1320トマン

文書の内容
・ディーザジェ・ハリールー村は妹であるボユク・ハーンの妻のトユールとして下賜していたが、誤って発給された命令書のた
めに、前記のトユールに関して騒動が起き、侵害されている。
・弟バフマン・ミールザーに、誰も彼女のトユールを侵害することのないように命じる。

文書の内容

・翌年午年 （1846.3.21以降）から、ナジャフコリー・ハーンの妻である我が妹に、市内の反物屋の税を、ハリールー村（元々彼
女のトユールであった）の代わりに下賜する。同所の税を、分割で受け取るように（内訳によると年額816トマン）。

・前述の反物屋を我が妹のトユールとしてと定め、誤らないように書記らに通達する。

ファトフアリー・ハーン（ファトフアリー2世）宛？

ナーセロッディーン・シャーの勅令

ファトフアリー・ハーン（ファトフアリー2世）宛

ハムゼ・ミールザー・ヘシュマトッドウレの命令書

カフラマーン・ミールザーの命令書

モハンマド・シャーの命令書翰

メフルジャハーン・ハーノム宛？ボユク・ハーン宛？

ボユク・ハーン宛

ナーセロッディーン・ミールザーの命令書

メフルジャハーン・ハーノム宛 ?ボユク・ハーン宛？

ナーセロッディーン・ミールザーの命令書

ナーセロッディーン・シャーの勅令
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ヴ
ィ
ー
朝
成
立
に
よ
っ
て
︑
シ
ー
ア
派
の
ジ
ャ
ア
フ
ァ

リ
ー
派
法
学
に
お
い
て
︑
土
地
所
有
権
と
ハ
ラ
ー
ジ
ュ
徴
収
を
め

ぐ
っ
て
活
発
に
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
︒
有
力
法
学
者
の
学
説
に
お
い

て
︑
土
地
の
所
有
権
は
理
論
上
︑
第
一
二
代
イ
マ
ー
ム
に
属
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
が
︑
彼
の
幽
隠
中
は
人
々
は
広
く
不
動
産
の
占
有

権
を
有
し
︑
そ
の
占
有
権
を
自
由
に
売
買
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い

た
（L

am
b

to
n

,  “L
an

d
 T

en
u

re an
d

 L
an

d
 R

ev
en

u
e 

A
dm

inistration, ” pp. 36-37

）︒
こ
の
占
有
権
は
実
質
的
に
は
所
有

権
と
読
み
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒

（
8
）　Lam

bton, Landlord and Peasant in Persia, p. 139.

（
9
）　L

am
b

to
n

, “L
an

d
 T

en
u

re an
d

 L
an

d
 R

ev
en

u
e 

A
dm

inistration,” p. 66.

（
10
）　Lam

bton, “The C
ase of Ḥ

ājjī N
ūr al-D

īn,”

（
11
）　Lam

bton, “The C
ase of Ḥ

ājjī N
ūr al-D

īn,” p. 71.

（
12
）　W

erner, An Iranian Tow
n in Transition, pp. 243-249. 

ヴ
ェ

ル
ナ
ー
は
︑
法
学
者
が
ト
ユ
ー
ル
な
ど
の
経
済
的
な
恩
恵
を
中
央
政

府
か
ら
得
て
い
た
こ
と
を
彼
ら
の
王
朝
へ
の
依
存
と
み
な
せ
る
か
︑

と
い
う
議
論
の
妥
当
性
を
検
証
す
る
た
め
に
こ
の
問
題
に
言
及
し
て

い
る
︒

（
13
）　W

erner, An Iranian Tow
n in Transition, p. 249. 

ま
た
ヴ
ェ
ル

ナ
ー
は
︑
ト
ユ
ー
ル
と
年
金
（m

ostam
arrī

）
の
違
い
に
つ
い
て
︑

そ
れ
ぞ
れ
の
会
計
部
門
に
お
け
る
処
理
方
法
に
由
来
す
る
実
務
上
の



29　　ナジャフコリー・ハーン家のトユール

差
異
に
も
と
づ
く
と
指
摘
し
て
い
る
（W

erner, An Iranian Tow
n 

in Transition, p. 247

）︒

（
14
）　

た
と
え
ば
ト
ユ
ー
ル
の
世
襲
に
つ
い
て
は
︑
具
体
的
な
根
拠
が

示
さ
れ
て
い
な
い
（Lam

bton, Landlord and Peasant in Persia, p. 
139

）︒

（
15
）　

中
世
ア
ラ
ブ
地
域
（
イ
ラ
ク
と
エ
ジ
プ
ト
・
シ
リ
ア
を
中
心

に
）
の
イ
ク
タ
ー
制
を
詳
細
に
論
じ
た
佐
藤
は
︑
都
市
を
中
心
に
し

て
広
く
農
村
・
遊
牧
民
の
役
割
も
有
機
的
に
組
み
込
ん
で
イ
ク
タ
ー

制
下
の
地
方
社
会
を
論
じ
る
意
義
を
指
摘
し
て
い
る
（
佐
藤
﹃
中
世

イ
ス
ラ
ム
国
家
﹄
一
三
頁
）︒

（
16
）　

ヴ
ェ
ル
ナ
ー
の
研
究
で
は
︑
タ
ブ
リ
ー
ズ
の
カ
ー
デ
ィ
ー
で
あ

る
タ
バ
ー
タ
バ
ー
イ
ー
家
の
事
例
で
︑
ト
ユ
ー
ル
の
分
割
相
続
が
言

及
さ
れ
て
い
る
︒
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
は
二
通
の
文
書
を
分
析
し
た
に
と
ど

ま
り
︑
二
通
目
に
お
け
る
再
度
の
下
賜
の
理
由
は
判
然
と
し
な
い
と

述
べ
て
い
る
（W

erner, An Iranian Tow
n in Transition, pp. 244-

246

）︒
ト
ユ
ー
ル
の
額
の
変
化
や
継
承
に
つ
い
て
は
︑
さ
ら
に
連
続

し
た
推
移
や
環
境
の
変
化
も
併
せ
て
理
解
す
る
必
要
が
う
か
が
え

る
︒
マ
ム
ル
ー
ク
朝
期
エ
ジ
プ
ト
の
イ
ク
タ
ー
制
の
事
例
で
は
︑
イ

ク
タ
ー
は
基
本
的
に
個
人
に
下
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
一
方
で
︑
下
賜

さ
れ
た
人
物
の
子
孫
に
相
続
（
共
同
相
続
も
含
む
）
さ
れ
る
こ
と
が

多
か
っ
た
と
い
う
（
熊
倉
和
歌
子
﹃
中
世
エ
ジ
プ
ト
の
土
地
制
度
﹄

一
四
七
│
一
五
五
頁
）︒

（
17
）　

ボ
ユ
ク
・
ハ
ー
ン
の
後
継
者
は
フ
ァ
ト
フ
ア
リ
ー
・
ハ
ー
ン
で

あ
る
︒
ボ
ユ
ク
は
意
図
し
て
自
身
の
父
（
フ
ァ
ト
フ
ア
リ
ー
・
ベ

グ
）
の
名
前
を
与
え
た
（N

āder M
īrzā. Tārīkh va Joghrāfī-ye 

D
ār al-Salṭane-ye Tabrīz, ed. G

h. Ṭabāṭabāʾī M
ajd, Tabrīz: 

Enteshārāt-e Sotūde,  1373sh/1994, p. 232

）︒
混
同
を
防
ぐ
た
め

本
稿
で
は
︑
こ
の
人
物
を
﹁
フ
ァ
ト
フ
ア
リ
ー
２
世
﹂
と
記
す
︒

（
18
）　

一
連
の
文
書
を
見
る
と
︑
勅
令
が
発
給
さ
れ
︑
そ
れ
に
基
づ
き

王
子
総
督
（
本
稿
の
場
合
は
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
州
総
督[ṣāḥeb-

ekhtiyār-e Ā
ẕarbāyjān]

）
か
ら
命
令
書
が
発
給
さ
れ
る
︑
と
い
う

文
書
行
政
制
度
が
整
備
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
個
々
の
文
書

に
つ
い
て
は
︑
勅
令
の
場
合
︑
文
中
の
前
半
で
ま
ず
趣
旨
を
述
べ
た

後
に
︑
そ
の
趣
旨
を
管
轄
地
域
の
王
子
総
督
に
向
け
て
繰
り
返
し
て

通
達
す
る
︒
最
後
に
定
型
句
と
し
て
︑
官
僚
機
構
へ
本
文
書
内
容
を

通
達
し
て
い
る
︒
一
方
︑
州
の
王
子
総
督
発
給
文
書
の
場
合
︑
勅
令

に
お
け
る
州
総
督
へ
の
通
達
部
分
は
当
然
存
在
せ
ず
︑
末
尾
の
定
型

句
的
な
官
僚
機
構
へ
の
通
達
が
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
︒
官
僚
機
構

へ
の
通
達
と
い
う
の
は
︑
多
く
の
場
合
は
︑
書
記
や
財
務
官
た
ち
に

向
け
ら
れ
て
い
る
が
︑
本
稿
で
扱
っ
た
勅
令
・
命
令
文
書
に
は
︑
徴

税
官
や
（
下
位
の
）
知
事
た
ち
（m

obāsherīn va ḥokkām

）
も
対

象
と
な
っ
て
い
る
例
も
あ
る
︒

（
19
）　

ラ
ム
ト
ン
は
ヌ
ー
ル
ッ
デ
ィ
ー
ン
の
事
例
で
は
︑
モ
ハ
ン
マ

ド
・
シ
ャ
ー
期
ま
で
は
ト
ユ
ー
ル
と
い
う
語
が
使
わ
れ
る
こ
と
は
ほ

と
ん
ど
な
か
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
（Lam

bton, “The C
ase of 

Ḥ
ājjī N

ūr al-D
īn,” p.57

）︒
俸
給
に
代
え
て
の
税
収
下
賜
の
呼
称

が
統
一
的
な
行
政
用
語
に
置
き
換
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
︑

制
度
と
し
て
の
成
熟
を
示
す
傍
証
と
な
ろ
う
︒
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（
20
）　

ス
ィ
ヤ
ー
ク
体
の
財
務
数
字
を
も
と
に
し
た
イ
ラ
ン
式
帳
簿

術
・
簿
記
術
は
︑
イ
ラ
ン
に
加
え
て
オ
ス
マ
ン
帝
国
下
の
地
域
や
イ

ン
ド
の
ム
ス
リ
ム
王
朝
下
に
お
い
て
も
広
く
利
用
さ
れ
て
い
た
︒
髙

松
洋
一
﹁
序
﹂
髙
松
洋
一
（
編
著
）﹃
イ
ラ
ン
式
簿
記
術
の
発
展
と

展
開

─
イ
ラ
ン
︑
マ
ム
ル
ー
ク
朝
︑
オ
ス
マ
ン
朝
下
で
作
成
さ
れ

た
理
論
書
と
帳
簿
﹄
共
同
利
用
・
共
同
拠
点
イ
ス
ラ
ー
ム
地
域
研
究

拠
点
東
洋
文
庫
研
究
部
イ
ス
ラ
ー
ム
地
域
研
究
資
料
室
︑
二
〇
一
一

年
︑
一
│
七
頁
参
照
︒

（
21
）　

イ
ラ
ン
の
財
政
史
を
研
究
し
た
フ
ロ
ー
ル
に
よ
れ
ば
︑
サ
フ
ァ

ヴ
ィ
ー
朝
期
に
お
い
て
︑
ハ
ラ
ー
ジ
ュ
徴
収
を
合
法
と
す
る
学
説
は

シ
ー
ア
派
法
学
者
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
も
の
の
︑
ハ
ラ
ー

ジ
ュ
徴
収
は
公
式
に
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
（W

illem
 Floor, A 

Fiscal H
istory of Iran in the Safavid and Q

ajar Periods, N
ew

 
York: B

ibliotheca Persica Press, 1999, p. 128
）︒
ラ
ム
ト
ン
の

Landlord and Peasant in Persia

で
も
︑
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
以
降

の
箇
所
に
お
い
て
︑﹁
ハ
ラ
ー
ジ
ュ
﹂
と
い
う
語
は
見
ら
れ
な
い
こ

と
か
ら
︑
古
典
的
な
イ
ス
ラ
ー
ム
法
に
基
づ
く
税
の
原
則
は
採
用
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
類
推
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
私
有
地
に
課
さ
れ

た
十
分
の
一
税
で
あ
る
ウ
シ
ュ
ル
も
︑
単
独
で
用
い
ら
れ
る
語
彙
と

し
て
は
見
ら
れ
な
い
︒

（
22
）　

ラ
ム
ト
ン
は
︑m

otavajjehāt

を
正
規
の
税
額
に
付
加
し
て
課

さ
れ
る
諸
税
と
解
釈
し
て
い
る
（Lam

bton, Landlord and Peasant 
in Persia, p. 457

）︒m
otavajjehāt

（/m
otavajjehī

）
と
は
︑
本
稿

で
取
り
上
げ
た
文
書
（
一
八
四
〇
年
代
末
頃
ま
で
）
で
は
︑
主
と
し

て
私
有
地
で
あ
る
農
村
に
対
し
て
賦
課
さ
れ
た
税
を
指
し
て
い
る
の

で
︑
地
税
と
訳
出
し
た
︒
文
書
に
よ
っ
て
はm

otavajjehāt

と

m
āliyāt

を
厳
密
に
区
分
し
な
い
こ
と
も
あ
る
（
税
収
下
賜
関
連
文

書
６
︑
14
）︒
な
お
文
書
に
よ
っ
て
︑m

otavajjehāt

（
複
数
形
）
と

m
otavajjehī

（
単
数
形
）
が
使
わ
れ
て
い
る
が
︑
文
脈
な
ど
か
ら
判

断
し
て
も
両
者
に
顕
著
な
意
味
の
差
異
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な

い
︒

（
23
）　

フ
ロ
ー
ル
は
カ
ー
ジ
ャ
ー
ル
朝
期
の
税
を
一
通
り
説
明
し
て
い

る
が
（Floor, A Fiscal H

istory of Iran, C
hap. 9

）︑
本
稿
で
取
り

上
げ
る
文
書
で
は
税
目
が
実
際
に
何
に
対
応
す
る
税
な
の
か
判
断
で

き
な
い
ほ
ど
に
雑
駁
に
書
か
れ
て
い
る
た
め
︑
同
書
の
記
述
と
対
応

さ
せ
て
理
解
す
る
こ
と
が
難
し
い
︒
文
書
や
年
代
記
に
お
い
て
税
の

名
前
と
実
態
が
一
対
一
対
応
に
な
っ
て
い
な
い
可
能
性
も
あ
る
︒

（
24
）　Lam

bton, “The C
ase of Ḥ

ājjī N
ūr al-D

īn,” p. 57.

（
25
）　

シ
ー
ラ
ー
ズ
の
シ
ェ
イ
ホ
ル
エ
ス
ラ
ー
ム
で
あ
る
シ
ェ
イ
フ
・

モ
ハ
ン
マ
ド
ア
ミ
ー
ン
・
タ
ン
マ
ー
ミ
ー
は
︑
既
に
第
二
代
君
主

フ
ァ
ト
フ
ア
リ
ー
・
シ
ャ
ー
よ
り
一
八
一
九
年
に
ト
ユ
ー
ル
を
与
え

ら
れ
て
い
た
（O

m
īd R

eżāʾī, “Ḥ
erfe, H

am
zīstī va Peyvand-hā-ye 

M
aḥallī : ʿAvām

el-e R
īshe-davīdan-e Selsele-ye Tam

m
ām

ī dar 
Shīrāz-e D

ow
re-ye Q

ājārīye,” M
oṭāleʿāt-e Tārīkh-e Eslām

 3
 

(11), 1390sh/2011, p.66

）︒

（
26
）　K

etābkhāne-ye M
ellī: 10246.

（
27
）　A

snād-e M
ellī: 2960-11336.

（
28
）　

筆
者
の
読
み
で
は
︑
私
有
地
以
外
の
合
計
額
が
﹁
九
ト
マ
ン
﹂
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で
︑
そ
の
内
訳
が
︑﹁
タ
ブ
リ
ー
ズ
の
生
産
物
か
ら
一
一
五
ト
マ
ン

八
五
〇
〇
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
︑
ア
ー
カ
ー
・
エ
ブ
ラ
ー
ヒ
ー
ム
の
手
形

九
三
ト
マ
ン
一
五
〇
〇
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
﹂
で
︑
す
な
わ
ち
二
〇
九
ト

マ
ン
と
な
る
︒
そ
も
そ
も
私
有
地
以
外
の
税
合
計
額
を
九
ト
マ
ン
と

記
し
て
い
る
こ
と
に
問
題
が
あ
り
︑
解
決
困
難
で
あ
る
︒
ま
た
私
有

地
以
外
の
合
計
二
〇
九
ト
マ
ン
を
私
有
地
か
ら
の
税
収
と
合
わ
せ
て

も
︑
総
計
一
五
〇
〇
ト
マ
ン
に
は
な
ら
な
い
︒
ス
ィ
ヤ
ー
ク
の
読
み

か
ら
は
無
理
な
の
だ
が
︑
本
来
は
合
計
﹁
八
〇
九
﹂
で
あ
る
の
に
八

〇
〇
が
抜
け
て
い
る
可
能
性
と
︑﹁
タ
ブ
リ
ー
ズ
の
生
産
物
か
ら
﹂

の
値
が
一
一
五
ト
マ
ン
で
な
く
︑
七
一
五
ト
マ
ン
で
あ
っ
た
可
能
性

を
指
摘
し
て
お
き
た
い
︒

（
29
）　K

etābkhāne-ye M
ellī: 10246.

こ
の
文
書
は
︑
一
九
世
紀
に
よ

く
見
ら
れ
る
青
く
つ
や
の
あ
る
輸
入
紙
（
主
と
し
て
ロ
シ
ア
か
ら
の

輸
入
）
に
書
か
れ
︑
筆
者
の
閲
覧
時
（
二
〇
〇
五
年
）
に
は
冊
子
状

に
綴
じ
ら
れ
て
い
た
︒

（
30
）　

阿
部
﹃
イ
ス
ラ
ー
ム
法
と
家
産
﹄
一
三
九
頁
︒

（
31
）　

ラ
ム
ト
ン
は
ア
ル
バ
ー
ビ
ー
地
を
︑
自
ら
耕
作
／
経
営
す
る
有

力
人
物
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
る
土
地
と
解
釈
し
て
い
る
（Lam

bton, 
Landlord and Peasant in Persia, p. 146

）︒

（
32
）　

内
訳
の
冒
頭
に
は
ボ
ユ
ク
の
名
前
（
ナ
ジ
ャ
フ
コ
リ
ー
・
ハ
ー

ン
・
ベ
グ
ラ
ル
ベ
ギ
）
の
み
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
︑
内
訳
の
な
か

に
反
物
屋
の
税
収
七
四
四
ト
マ
ン
が
計
上
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
税

収
下
賜
関
連
文
書
13
で
メ
フ
ル
ジ
ャ
ハ
ー
ン
に
給
付
金
と
し
て
割
り

当
て
ら
れ
た
額
（
八
一
六
ト
マ
ン
）
と
凡
そ
一
致
す
る
︒
し
た
が
っ

て
︑
税
収
下
賜
関
連
文
書
14
に
は
︑
ボ
ユ
ク
の
俸
給
に
留
ま
ら
ず
︑

メ
フ
ル
ジ
ャ
ハ
ー
ン
の
給
付
金
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
︒

（
33
）　

規
定
で
は
︑
ボ
ユ
ク
の
俸
給
は
二
五
〇
〇
ト
マ
ン
で
あ
っ
た

が
︑
内
訳
を
み
る
と
︑
そ
の
う
ち
の
一
割
に
あ
た
る
二
五
〇
ト
マ
ン

を
雑
税
（rosūm

）
と
し
て
差
し
引
か
れ
て
い
る
︒
メ
フ
ル
ジ
ャ

ハ
ー
ン
に
割
り
当
て
ら
れ
た
額
と
し
て
は
︑
一
〇
〇
〇
ト
マ
ン
か
ら

雑
税
が
引
か
れ
た
残
額
の
七
〇
〇
ト
マ
ン
と
さ
れ
て
い
る
︒
二
人
合

計
し
て
二
九
五
〇
ト
マ
ン
と
な
る
︒

（
34
）　

も
ち
ろ
ん
︑
ト
ユ
ー
ル
の
世
襲
化
に
か
か
わ
る
制
度
自
体
が

ナ
ー
セ
ロ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
シ
ャ
ー
期
に
大
き
く
変
化
し
︑
一
九
世
紀

後
半
以
降
に
は
︑
後
継
者
が
父
の
ト
ユ
ー
ル
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
受
け

継
ぐ
制
度
が
一
般
化
し
て
い
た
可
能
性
は
否
定
し
え
な
い
︒

（
35
）　

た
と
え
ば
税
収
下
賜
関
連
文
書
６
︑
９
は
︑﹁
ア
ル
ヴ
ァ
ナ
ク

地
方　

～
ト
マ
ン
﹂
と
い
う
よ
う
に
地
方
ご
と
の
合
計
額
を
示
す
に

留
ま
る
︒
税
収
下
賜
関
連
文
書
17
は
名
目
額
と
差
し
引
か
れ
る
雑
税

（rosūm
āt

）
の
額
と
実
質
額
が
示
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
︒

（
36
）　

第
二
章
第
一
節
で
述
べ
た
通
り
︑
税
収
下
賜
関
連
文
書
14
に

は
︑
同
業
者
組
合
か
ら
の
税
収
な
ど
︑
タ
ブ
リ
ー
ズ
市
内
の
商
業
関

連
か
ら
上
が
る
税
が
二
三
〇
〇
ト
マ
ン
余
り
に
上
り
︑
全
体
の
約
半

分
を
占
め
て
い
た
︒
こ
れ
ら
は
︑
税
収
下
賜
関
連
文
書
16
に
は
ほ
と

ん
ど
見
ら
れ
ず
︑
例
外
的
な
側
面
が
強
い
の
で
︑
考
察
の
対
象
と
し

な
い
︒

（
37
）　

税
収
下
賜
関
連
文
書
２
よ
り
税
収
下
賜
関
連
文
書
16
の
俸
給
額
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が
多
い
理
由
は
︑
メ
フ
ル
ジ
ャ
ハ
ー
ン
の
ト
ユ
ー
ル
で
あ
る
シ
ェ
ン

ダ
ー
バ
ー
ド
村
の
税
収
七
五
〇
ト
マ
ン
と
︑
新
た
に
ト
ユ
ー
ル
と
さ

れ
た
ラ
ー
ズ
リ
ー
ク
村
の
税
収
四
四
〇
ト
マ
ン
に
加
え
︑
ア
ル
ヴ
ァ

ナ
ク
地
方
の
テ
ィ
ー
ル
村
の
税
収
か
ら
与
え
ら
れ
る
現
金
一
二
四
五

ト
マ
ン
穀
物
五
〇
ハ
ル
ヴ
ァ
ー
ル
︑
藁
五
〇
ハ
ル
ヴ
ァ
ー
ル
（
第
三

者
へ
の
俸
給
︑
政
庁
へ
の
支
払
い
な
ど
差
し
引
き
四
八
八
ト
マ
ン
五

七
〇
〇
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
）
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
︒

（
38
）　 

阿
部
﹃
イ
ス
ラ
ー
ム
法
と
家
産
﹄
一
三
九
︑
一
四
〇
頁
︒

（
39
）　A

snād-e M
ellī: 2960-10015.

（
40
）　

阿
部
﹃
イ
ス
ラ
ー
ム
法
と
家
産
﹄
一
五
九
頁
︒

（
41
）　

メ
フ
ル
ジ
ャ
ハ
ー
ン
の
ト
ユ
ー
ル
は
︑
一
八
三
九
年
七
／
八
月

の
時
点
で
デ
ィ
ー
ザ
ジ
ェ
・
ハ
リ
ー
ル
ー
と
デ
ィ
ー
ザ
ジ
ェ
・
デ
ベ

リ
ー
ヒ
ー
村
に
設
定
さ
れ
て
い
た
（
税
収
下
賜
関
連
文
書
７
）︒
そ

の
後
︑
一
八
四
六
年
一
／
二
月
に
タ
ブ
リ
ー
ズ
市
内
の
反
物
屋
の
税

に
移
り
（
税
収
下
賜
関
連
文
書
13
）︑
さ
ら
に
一
八
四
八
年
三
／
四

月
に
は
︑
シ
ェ
ン
ダ
ー
バ
ー
ド
村
の
税
に
移
っ
た
（
税
収
下
賜
関
連

文
書
15
）︒
最
初
の
移
転
の
理
由
は
︑
彼
女
以
外
に
デ
ィ
ー
ザ
ジ
ェ
・

ハ
リ
ー
ル
ー
村
の
税
を
自
身
の
ト
ユ
ー
ル
と
し
て
徴
収
し
よ
う
と
試

み
た
者
が
お
り
︑
紛
争
と
な
っ
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
︒
シ
ェ
ン

ダ
ー
バ
ー
ド
村
へ
の
移
転
に
つ
い
て
は
特
別
な
理
由
は
記
さ
れ
て
い

な
い
︒
ボ
ユ
ク
の
ト
ユ
ー
ル
に
つ
い
て
も
︑
モ
ハ
ン
マ
ド
・
シ
ャ
ー

期
末
期
に
発
給
さ
れ
た
税
収
下
賜
関
連
文
書
14
に
見
ら
れ
る
物
件
と

ナ
ー
セ
ロ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
シ
ャ
ー
即
位
後
に
発
給
さ
れ
た
税
収
下
賜

関
連
文
書
16
の
そ
れ
を
比
較
す
る
と
︑
税
収
下
賜
関
連
文
書
14
の
内

訳
に
計
上
さ
れ
て
い
た
自
身
の
私
有
地
以
外
の
ト
ユ
ー
ル
対
象
物
件

の
う
ち
︑
商
業
施
設
に
関
わ
る
も
の
が
︑
税
収
下
賜
関
連
文
書
16
の

内
訳
で
は
ほ
ぼ
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
︒
こ
こ
か
ら
︑
自
身
の
私

有
地
以
外
に
付
与
さ
れ
た
ト
ユ
ー
ル
（
俸
給
・
給
付
金
）
対
象
物
件

は
︑
中
央
政
府
側
に
よ
っ
て
容
易
に
変
更
さ
れ
え
た
と
推
察
で
き

る
︒

（
42
）　

徴
税
の
た
め
の
立
入
禁
止
の
命
令
が
下
さ
れ
た
も
の
の
︑
実
は

ボ
ユ
ク
の
保
有
す
る
村
か
ら
兵
士
を
徴
募
す
る
た
め
に
地
方
官
吏
が

村
々
に
立
ち
入
る
こ
と
が
あ
っ
た
︒
そ
の
た
め
ボ
ユ
ク
は
徴
税
上
の

﹁
不
入
﹂
に
加
え
て
︑
全
面
的
な
不
入
の
権
利
を
求
め
て
地
方
行
政

府
と
争
っ
て
い
た
︒
こ
の
こ
と
を
示
す
史
料
と
し
て
︑﹁
故
ア
ミ
ー

ル
キ
ャ
ビ
ー
ル
の
一
連
の
書
状
お
よ
び
そ
の
他
の
ア
ミ
ー
ル
た
ち
の

書
翰
・
命
令
書
︒
命
令
書
の
一
部
は
︑
ミ
ー
ル
ザ
ー
・
タ
キ
ー
・

ハ
ー
ン
か
ら
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
︑
ベ
グ
ラ
ル
ベ
ギ
﹇
＝
ボ
ユ
ク
﹈

の
村
か
ら
兵
士
を
徴
発
し
な
い
こ
と
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
﹂
と
何

者
か
に
表
書
き
さ
れ
た
フ
ァ
イ
ルA

snād-e M
ellī: 2960-10447

が

イ
ラ
ン
国
立
公
文
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
︑
フ
ァ
イ
ル
に
は
計
一

四
通
の
文
書
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
︒

（
43
）　

税
収
下
賜
関
連
文
書
14
で
は
該
当
す
る
額
が
未
記
入
で
あ
る
︒

そ
こ
で
︑
内
訳
を
細
か
く
見
た
と
こ
ろ
︑
実
際
に
計
上
さ
れ
て
い
る

税
額
を
合
計
す
る
と
四
二
〇
五
ト
マ
ン
四
七
五
〇
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
と

な
り
︑
ボ
ユ
ク
と
そ
の
他
の
者
へ
の
俸
給
の
総
額
（
三
七
二
九
ト
マ

ン
五
〇
〇
〇
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
）
よ
り
四
七
五
ト
マ
ン
九
七
五
〇

デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
多
い
︒
つ
ま
り
︑
当
該
文
書
の
内
訳
部
分
の
作
成
者
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は
︑
こ
の
差
額
四
七
五
ト
マ
ン
九
七
五
〇
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
を
︑﹁
毎

年
政
庁
に
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
﹂
と
い
う
文
言
の
あ
と
に
付
け
加

え
る
必
要
が
あ
っ
た
︒

（
44
）　M

anūchehr Sotūde, Az Āstārā ta Estarbād, vol. 6,Tehrān: 
A

njom
an-e Ā

thār va M
afākher-e Farhangī , 1377sh/1998, p. 115.

（
45
）　

当
該
文
書
は
︑
フ
ァ
ラ
ー
サ
テ
ィ
ー
が
編
集
し
た
文
書
集
の
文

書
第
七
九
番
で
あ
り
︑R

eżā Farāsatī (ed.), Farm
ān-hā va 

Raqam
-hā-ye D

ow
re-ye Q

ājār, Jeld-e avval: 1211-1264 qam
arī, 

Tehrān: M
o ʾassese-ye M

o ṭāle ʿāt-e Tārīkh-e M
o ʿā ṣer-e Īrān , 

1372sh/1993, pp. 253-256

に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
活
字

部
分
に
は
文
書
の
末
尾
が
抜
け
て
い
る
た
め
︑
巻
末
に
付
さ
れ
た
写

真
版
を
見
る
必
要
が
あ
る
︒
さ
ら
に
彼
が
紹
介
す
る
文
書
第
九
八
番

一
八
四
二
年
四
／
五
月
（
一
二
五
八
年
ラ
ビ
ー
Ⅰ
月
）
付
の
バ
フ
マ

ン
・
ミ
ー
ル
ザ
ー
発
給
の
命
令
書
の
内
訳
に
も
︑
余
剰
分
の
支
払
い

を
命
じ
る
記
述
が
見
ら
れ
る
（Farāsatī, Farm

ān-hā va Raqam
-

hā, pp. 309-311

）︒

（
46
）　

サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
に
お
け
る
類
似
の
土
地
制
度
と
し
て
ソ
ユ
ル

ガ
ル
が
有
名
で
あ
る
︒
一
例
と
し
て
ア
ッ
バ
ー
ス
１
世
（
在
位
一
五

八
七
～
一
六
二
九
年
）
が
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
レ
ザ
ー
廟
に
ソ
ユ
ル
ガ
ル

を
下
賜
す
る
一
〇
〇
七
／
一
五
九
八
年
の
勅
令
で
も
︑
ソ
ユ
ル
ガ
ル

設
定
地
に
不
入
を
命
令
し
て
い
る
（R

obābe M
oʿtaqedī (ed.), 

G
ozīde-ye Asnād, Farm

ān-hā va Raqam
-hā-ye Āstān-e Q

ods-e 
Rażavī az D

ow
re-ye Ṣafavī-ye tā Q

ājārīye, M
ashhad: Sāzm

ān-e 
K

etābkhāne-hā, M
ūze-hā, va M

arkaz-e A
snād-e Ā

stān-e Q
ods-e 

R
ażavī, 1387sh/2009, pp. 17-19

）︒

（
47
）　

初
期
の
イ
ク
タ
ー
制
を
不
入
地
と
関
連
付
け
て
理
解
す
る
議
論

も
あ
る
（
佐
藤
﹃
中
世
イ
ス
ラ
ム
国
家
﹄
三
︑
二
六
頁
︒

（
48
）　

税
収
下
賜
関
連
文
書
14
の
内
訳
に
よ
る
と
︑
た
と
え
ば
︑
ア
ル

ヴ
ァ
ナ
ク
地
方
の
税
の
現
金
部
分
は
四
六
五
ト
マ
ン
六
五
〇
〇

デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
で
あ
る
の
に
対
し
︑
兵
士
・
砲
兵
へ
の
負
担
は
四
八

ト
マ
ン
と
な
っ
て
い
る
︒
エ
ス
フ
ェ
ン
ジ
ャ
ー
ン
村
の
税
収
二
二
〇

ト
マ
ン
に
対
し
て
︑
負
担
は
三
六
ト
マ
ン
と
な
っ
て
い
る
︒

（
49
）　

本
稿
一
二
頁
︒

（
50
）　Lam

bton, Landlord and Peasant in Persia, p. 139.

（
51
）　

阿
部
﹃
イ
ス
ラ
ー
ム
法
と
家
産
﹄
一
六
九
︱
一
七
〇
頁
︒
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